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ゲ

マ
ィ

ン

デ

カ

ム

マ

i

地
方
團
體

の
監
督

に
於
σ
る
地
方
法
院

一

地
方
團
鰐
こ
の
場
合
に
於

い
て
の
市
町
村
の
監
督
は
地
方
團
體

の
健
全
な
磯
展
を
實
現
す
る
た
め
に
最
も
重
要
な
意
義
を
持
つ
て

ゐ
る
。
殊
に
近
時
の
よ
う
に
、
官
治
行
政
が
彊
化
せ
ら
れ
た
に
反
し
、
自
治
行
政
が
不
振
で
あ
る
場
合
に
於

い
て
は
、
市
町
村
監
督

問
題
は
、
國
家
の
側
か
ら
云
つ
て
も
亦
市
町
村
の
側
か
ら
云
つ
て
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
を
現
行
市
制
町
村
制
に
就
い
て
み
れ
ば
、市
町
村
は
「官

ノ
監
督
を
承
ヶ
」
(市
制
第
二
條
、町
村
制
第
二
條
)其
事
務
を
虚
理
す
る
も

の
と
し
、
其
監
督
に
關
す
る
詳
細
な
規
定
を
持

つ
て
ゐ
る
(市
制
第
九
章
第

一
五
七
條
第
一
七
一
條
町
村
制
第
八
章
第

=
二
七
條
第
一
五
一
條
)。

し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
通
じ
て
み
れ
ば
、
現
行
市
制
町
村
制
に
於
け
る
監
督
は
、
所
謂
官
治
行
政

を
通
じ
て
行
は
れ
る
結

某
と
し
て
、
眞
に
自
治
行
政
の
立
場
に
於

い
て
行
は
れ
る
か
否
か
に
就

い
て
は
若
干
考
慮
す
べ
き
も
の
を
含

ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
を
約

言
す
れ
ば
、
從
來
の
監
督
に
於
け
る
行
政
的
要
素
が
出
來
得
る
限
り
裁
判
的
要
素
に
依

つ
て
置
き
か
へ
ら
れ

る
必
要
あ
り
と
思
考
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
從
來
の
市
町
村
監
督
を
し
て
、

よ
り
独
立

的
な
ら
し
め
る
と
共
に
、

よ
り
適
切
公
平
な
ら
し
め
る
た
め

に
、
こ
㌧
に
新
な
る
監
督
者
と
し
て
地
方
法
院

(
G
e
m
e
i
n
d
e
k
a
m
m
e
r

)
の
設
置
を
考
慮
し
検
討
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。

二

先
づ
地
方
法
院
の
成
立
史
を
み
よ
う
。

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(
宇
賀
田
)

(第
⊥ハ
巷

第

一
號

一
三
三
)

三



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

=
二
四
)

四

一
九
二
三
年
八
月

一
日
の
ザ
ク
セ
ン
地
方
制
は
地
方
団
体

に
対
す

る
國
家
の
監
督
に
就
い
て
新
な
る
規
定
を
持
つ
た
。
こ
れ
が
所

謂
地
方
法
院
に
關
す
る
規
定
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
地
方
法
院
は
い
か
な
る
経
過
を
経
て
成
立
し
た
で
あ
ら
う
か
。

も

當
時
ザ
ク
セ
ン
地
方
制
の
改
正
に
關
す
る
草
案
の
執
れ
も
が
、
地
方
法
院
の
設
置
を
豫
見
し
な
か
つ
た
。

地
方
法
院
を
設
置
し
や

う
と
い
ふ
思
想
は
、
州
議
会

に
於

い
て
地
方
制
第

一
草
案
第
百
十
三
號
が
審
議
せ
ら
れ
る
時
に
始
め
て
あ
ら
は
れ
た
の
で
あ
る
。
即

ち
、
こ
の
第

一
回
審
査
會
に
於

い
て
社
会
民
主
党

議
員
K
u
h
n
が
、

「先
き
に
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ

ン
地
方
制
改
正
に
於

い
て
あ
ら
は
れ

た
思
想
即
ち
地
方
法
院
設
置
に
關
す
る
思
想
は
、
こ
の
際
充
分
に
吟
味
せ
ら
る
べ
き
も
の
て
あ
る
」
と
主
張

し
た
こ
と
に
始
ま
つ
て

ゐ
る
が
、
彼
は
唯
、
か
く
の
如
き
思
想
が
留
意
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た
穿
け
で
、
こ
れ
が
た
め
の
新

な
る
提
案
を
な
さ
な
か

つ
た
の
で
、
会
議

に
於
い
て
は
別
に
と
り
あ
け
ら
れ
な
か
つ
た
。
し
か
る
に
、
更
に
、
地
方
制
改
正
草
案
に
關
す
る
特
別
委
員
會
が

そ
の
審
議
を
始
め
た
時
に
地
方
法
院
設
置
は
新
な
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
た
。
即
ち
、
第
百
十
三
號
草
案
第
六
條
の
討
議
に
於

い
て
は
、
地
方
団
体

監
督
に
關
す
る
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
第
百
十
三
號
は
監
督
に
対
す

る
救

濟
手
段
と
し
て
二
つ
の

方
法
を
み
と
め
た
。
そ
の

一
つ
は
、
當
該
議
決
磨
の
決
定
が
地
方
團
體

の
違
法
を
理
由
と
す
る
場
合
に
は
行
政
裁
判
所
に
出
訴
し
、

そ
の
二
つ
は
、
そ
の
他
を
理
由
と
す
る
場
合
に
は
内
務
大
臣
に
訴
願
し
得
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
場
合
に
於

い
て
、
違
法
問
題
を
行

政
裁
判
所
に
出
訴
し
得
る
こ
と
に
就

い
て
は
、
異
論
の
な
い
所
で
あ

つ
た
が
、
第
二
の
場
合
に
於
い
て
、
内
務
大
臣
に
訴
願
し
得
る

こ
と
に
就

い
て
は
委
員
會
の
絶
対
多
数
を
以
て
否
決
さ
れ
た
、
そ
の
理
由
は
、
か
く
の
如
き
方
法
に
依
る
こ
と
は
、
第

一
に
、
過
去



の
官
僚
國
家
の
存
在
が
新
に
思
ひ
用
さ
れ
る
こ
と
、
第

二
に
、
内
務
大
臣
が
最
高
の
決
定
棲
を
持
つ
こ
と
に
依
つ
て
、
地
方
團
龍
を

自
己
の
意
思
通
り
容
易
に
強
制
し
得
る
こ
と
を
處
れ
た
こ
と
、
に
あ
る
。
當
時
、

一
般
の
傾
向
は
、
地
方
團
體

の
地
位
を
彊
化
す
る

こ
と
で
あ

つ
た
た
め
に
、
國
の
監
督
礎
を
可
及
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
計
霊
さ
れ
た
と
共
に
、

一
面
、
内
務
大
臣
の
裁
判
的
権
限
に

就

い
て
は
、
行
政
官
吏
特
に
裁
判
官
で
な

い
所
の
行
政
官
吏
に
対
し

不
信
任
が
表
示
さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
こ
で

、
内
務
大
臣
の
権
限
に

馬
す
.へ
き
.公
釜
問
題
に
就

い
て
は
、
先
づ
實
際
的
経
験

的
精
神

か
ら
こ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
が
適
切
と
せ
ら

れ
、
地
方
行
政
の
實
際

家
、
地
方
會
議
員
及
び
地
方
金
日議

々
員
か
ら
成
立
す
る
庭
の
特
別
の
裁
決
磨
を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
必
せ
ら
れ
た
。
こ

の
種
の
特
別
な
裁
決
麟
を
設
置
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
自
治
團
體

の
樺
義
を
保
障
し
且

一
般
的
傾
向
と
し
て

の
自
治
団
体

強
化
を
實

現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
こ
曳
に
新
設
せ
ら
る
べ
き
裁
決
磨

の
名
辮
を
地
方
法
院
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
ザ
ク
セ
ン
地
方
制
に
於
け
る
地
方
法
院
は
チ
ュ
ー
リ

ン
ゲ

ン
地
方
制
を
模
範
と
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
チ
ュ
ー
り

②

ン
ゲ

ン
地
方
制
に
於
け
る
地
方
法
院

(
K
o
m
m
u
n
a
l
k
a
m
m
e
r

)
は
、
國
の
監
督
と
し
て
第

二
審
的
裁
決
臆
で
あ
る
に
止
ま
ら
す
し
て

第

一
審
及
び
最
終

審
共
に
自
ら
直
接
に
監
督
椹
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
。

且
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
地
方
法
院

は
内
務
官
庁

に
並
ん
で

存
置
し
、
内
務
官
庁

か
ら
独
立

し
て
ゐ
た
た
め
に
、
監
督
事
項
に
關
す
る
決
定
は
無
條
件
に
内
務
官
庁

に
委

ね
ら
れ
す
に
途
に
こ
れ

を
内
務
官
庁

か
ら
と
り
上
げ
て
ゐ
た
と
い
ふ
事
實
を
示
し
て
ゐ
る
。

實
に
、
地
方
法
院
設
置
ω
思
想
は
、
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ

ン
地
方
制
の
場
合
に
於
い
て
も

亦
ザ
ク
セ
ン
地
方
制

の
場
合
に
於

い
て
も
政

黙
殊
に
証
倉
民
主
蕪
に
依

つ
て

支
持
さ
れ
た
が
、

叉
右
翼
窯
た
る
獨
乙

人
民
党
に
依
つ
て
も

支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と

地
方
團
盤
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
三
五
)

五



地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

=
一=
ハ
)

六

は
、
特
に
考
慮
せ
ら
る
べ
き
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
當
時
の
ザ
ク
セ
ン
政
府

は
政
党
内
閣
で
あ
り
殊
に
内
務
大
臣
は

社
會
民
主
党

に
依
つ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
た
が
た
め
に
、
政
當
需が
内
務
官
庁

を
信
用
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
政
党
に
依

つ
て
占
め
ら

れ
る
内
務
官
庁

を
信
用
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
政
裳
…の
綱
領
に
拘
束
せ
ら
れ
る
内
務
大
臣
よ
り
も
、
地

方
行
政
の
實
際
家
を
以
て
組
織
し
た
裁
決
廉

の
方
が
よ
り
專
門
的
判
定
を
な
す
で
あ
ら
う
と
考

へ
た
の
で
あ
る
。

ニ
カ
、
政
府

の
態
度
を
み
れ
ば
、
政
府

は
地
方
法
院

の
設
置
に
就

い
て
は
、
寧
ろ
反
対

の
立
場
を
と
り
、
若
し
地
方
法
院
が
内
務

大
臣
に
代
つ
て
あ
ら
は
れ
る
と
す
れ
ば
、
政
府
は
地
方
團
體

の
監
督
の
た
め
の
最
高
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
な
い
で
あ
ら
う
と
考

へ
た
。
し
か
し
乍
ら
、
内
務
大
臣
が
地
方
団
体

の
監
督
を
國
の
事
務
と
し
て
取
扱
ふ
限
り
、
地
方
團
體

の
監
督
の
た
め
の
最
高
決
定

に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
こ
と
は
、
憲
法
上
の
必
要
條
件
で
あ
る
と
共
に

一
面
、
か
く
の
如
く
し
て
、
議
會
も
亦
國
の
監
督
問
題
に
影

響
を
及
ぼ
し
得
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
政
府
は
、
地
方
法
院
が
唯
鑑
定
委
員
倉
の
職
能
の
み
を
持

つ
な
ら
ば
、
こ
れ
が
設
置
に
就

い
て
了
解
を
與
え
よ
う
と
す
る
程
度
で
あ

つ
て
、
當
時
の
内
務
大
臣
L
i
p
i
n
s
k
i

の
如
き
は
、
今
日
の
議
会

主
義
に
依
る
國
家
に
あ

つ
て
は
地
方
法
院
の
設
置

の
如
き
は
左
程
緊
急
な
も
の
で
な
い
旨
を
述
べ
た
、
即
ち
そ
の
趣
旨
は
、
議
會
を
通
じ
て
の
政
府
に
依
る

統
制
は
自
治
団
体

の
意
思
を
辮
酌
し
て
以
て
國
の
監
督
を
執
行
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
、
充
分
の
保
障

を
な
す
も
の
で
あ
る
と

云
ふ
の
で
あ

つ
た
。
し
か
し
乍
ら
、
政
府
と
錐
も
、
地
方
法
院
の
設
置
に
対
し

、
全
然
反
対

の
意
思
を
貫
く
と
い
ふ
も
の
で
な
く
、

寧
ゐ

一
つ
の
安
協
策
を
発
見

し
や
う
と
考

へ
た
、
こ
の
安
協
策
に
依
れ
ば
、

一
面
に
於
い
て
は
、
地
方
法
院

の
設
置
を
支
持
す
る
と

共
に
、
他
面
に
於
い
て
は
、
地
方
法
院

の
改
造
を
企
圖
し
て
以
て
政
府
と
議
會
が
地
方
法
院
の
決
定
に
対
し

、
充
分
の
影
饗
を
與

へ



得
る
よ
う
の
方
法
を
と
る
こ
と
曳
し
た
.
即
ち
、
地
方
法
院
は
、
鑑
定
的
に
協
力
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
事
件
そ
の
も
の
Σ
裁
決
廉

で
あ
O
、

一
方
、
政
府
は
地
方
法
院
の
院
長
を
任
命
す
る
の
椹
を
有
し
、
且
地
方
法
院
長
は
地
方
法
院
の
決
定
に
対
し

て
は

一
定
期

閥
内
に
抗
告
を
な
し
得
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
於
て
は
、
内
務
官
庁

自
ら
が
こ
れ
に
対
し
決
定
樺
を
有

す
る
も
の
と
し
た
。

か
く
し
て
、
地
方
法
院
は
、
第
二
特
別
委
員
會
に
於
て
審
議
せ
ら
れ
、
術
多
少
の
意
見
相
違
を
み
い
だ
し

て
ゐ
た
が
、
多
激
決
に

依

つ
て
こ
れ
を
克
服
し
尭
に

一
九

二
三
年
八
月

一
日
の
地
方
制
に
採
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
地
方
法
院
の
成
立
史
か
ら
み
れ
ば
、
地
方
法
院

は
内
務
官
廉
に
対
す

る
若

干
の
不
信
か
ら
設
置
せ
ら
れ
る
に

向

室
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
立
法
者
は
草
案
が
本
來
内
務
官
庁

に
属
す
る
権
限

と
し
て
定
め
た
庭
、
即
ち
公
釜
問
題
に
關
す
る
権
限

を

地
方
法
院
に
対
し

譲
渡
し
た
こ
と
に
依
つ
て
も
そ
の
間
の
事
情
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
す
地
方
制
の
條
文
(

牌串
百
七
十

二
條

第

三
項

第
百
七
十
條

第
二
項

を
槍
討
す
る
と
、
立
法
者
は
更
に
多
く
の
権
限

を
地
方
法
院
に
與
え
て
ゐ
る
。
即
ち
地
方
法
院

は
當
該
官
庁

の
す
べ
て

の
命
令
殊
に
法
律
違
反
の
命
令
を
審
査
す
る
権
限

を
持
つ
て
ゐ
る
。從

つ
て
こ
の
こ
と
は
立
法
者
が
、地
方
團
體

監
督
に
於
け
る
違
法

問
題
を
行
政
栽
判
所
の
最
終
的
決
定
に
附
す
る
と
い
ふ
本
來
の
意
見
を
棄
て
x
こ
れ
を
地
方
法
院
に
委
任
し
た
と
い
ふ
結
果
を
示
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
面
か
ら
云

へ
ば
、
恰
も
立
法
者
が
行
政
栽
判
厨
そ
の
も
の
に
対
し
て
す
ら
不
信
任
を
表
明
し
た
や

的

う
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
杢
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
詮
明
す
る
所
に
依
れ
ば
、
行
政
を
し
て
困
難
且
高
贋
な
ら
し
め
る

裁
判
所
が
集
積
し
な
い
方
が
當
該
官
廉
に
於

い
て
も
亦
地
方
法
院
に
於

い
て
も
違
法
問
題
を
取
扱
ひ
易

い
で
あ
ら
う
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
叉
こ
れ
を
實
際
問
題
に
就

い
て
み
る
も
、
違
法
問
題
と
公
釜
問
題
と
を
嚴
密
に
区
別

す
る
は
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
餐

第

一
號

一
三
七
)

七



地
方
團
盤
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(字
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

=
二
八
)

八

不
欝
問
題
は
往

々
に
し
て
同
時
に
違
法
問
題
で
あ
り
、
又
そ
の
逆
に
違
法
問
題
は
往
々
に
し
て
同
時
に
不
當
問
題
で
あ
る
が
故
に
、

地
方
法
院
が
違
法
問
題
と
不
當
問
題
と
を
同
時
に
決
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
又

一
面
か
ら
云

へ
ば
、
地
方
法
院
の
構
成
上
、
地
方
法
院
が
違
法
問
題
を
決
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
當
な
も
の
で
な
い
と
云
ふ
主
張
に
対
し

て
、

立
法
者

へ
の
非
難
が
存
在
℃
て
ゐ
る
、
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院
に
於

い
て
は
院
長
を
除
け
ば
そ
の
構
成
員

は
地
方
會
議
員
及
び
地

方
会
議

々
員
か
ら
成
立
し
て
ゐ
る
た
め
に
、
所
謂
法
律
家
な
る
も
の
を
そ
の
構
成
員
の
う
ち
に
み
い
だ
し
得

る
か
否
か
と
云
ふ
こ
と

は
杢
く
顧
慮
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
、
更
に
地
方
法
院
長
と
難
も
法
律
家
で
な
い
こ
と
が
通
例
で
あ
る
が
故
に
、
地
方
法
院
が
違

法
問
題
を
決
定
す
る
の
は
極
め
て
不
適
當
で
あ
る
と
い
ふ
反
対

さ
へ
俘

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
地
方
法
院
の
設
置
に
依
り
特
に
違
法
問
題
を
こ
れ
に
所
管
せ
し
め
る
こ
と
に
依

つ
て
、
行
政
裁
判
所
は
地
方

団
体

の
監
督

の
黙
に
就
い
て
著
し
く
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
が
、
し
か
し
乍
ら
、
立
法
者
と
難
も
地
方
團
體

の
監
督

か
ら
行
政
裁
判
所
を
完
全
に
排
除
し
よ
う
と
は
考

へ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
立
法
者
は
地
方
團
體

の
監
督
に
關
す
る
事
件
中

そ
の
固
有
に
裁
判
的
な
も
の
に
就
い
て
は
、
地
方
法
院
に
並
ん
で
若
干
行
政
裁
判
所
の
権
限

に
属
す
べ
き
こ
と
を
認
め
た
が
、
そ
れ

以
外
の
事
件
に
就

い
て
は
、
多
く
の
場
合
行
政
裁
判
所
の
棲
限
に
屡
す
べ
き
こ
と
を
認
め
た
。
叉
、
こ
れ
を
實
際

の
経
験
か
ら
云
つ

て
も
、
す
べ
て
の
ド
級
行
政
官
鷹
特
に
監
督
官
庁

は
行
政
事
件
に
關
す
る
最
高
裁
判
所
た
る
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
從

つ
て
行
動
す

る
が
故
に
、
行
政
官
庁

が
同
様
な
争
訟
事
件
に
關
し
て
庭
分
を
な
す
場
合
に
は
、
か
」
る
事
件
に
關
し
て
な
し
た
行
政
裁
判
所
の
す

べ
で
の
判
決
が
地
方
團
體

の
監
督
に
対
し

て
重
要
な
意
義
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
更
に
行
政
判
決
の
効
果
は
、
特
に
當
該
判
決



が
地
方
圏
儂
の
行
爲
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
監
督
判
決
と
同
様
な
る
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
。
從

つ
て
叉
行
政
裁
判
所
が
地
方
團

器

ω
監
督
に
於
い
て
は
、
強
力
で
は
あ
る
が
聞
接
的
地
位
を
占
め
る
こ
と
を
否
認
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

⑤

そ
こ
で
、
先
づ
地
方
法
院
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
よ
う
。

一
、
地
方
法
院

の
組
織

ザ
ク
セ
ン
地
方
制
第
八
條
は
地
方
法
院

の
組
織
を
定
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、
地
方
法
院

は
、

ω
ザ
ク
セ
ン
州
首
都
ド
レ
ス
デ

ン
に
所
在
し
、
口
そ
の
構
域
は
院
長

一
名

(
内
務
大
臣
の
任
命
)
、

陪
席
判
官
十
名

(
地
方
會
議
員

(
G
e
m
e
i
n
d
e
v
e
r
o
r
d
n
e
t
e
n

)
及
び
地
方
脅
議

々
員

(
G
e
m
e
i
n
d
e
r
a
t
e

)
中
か
ら
州
議
會

(
L
a
n
d
t
a
g

)
に
依
る
選
基
)
よ
り
成
り
、
別

に
院
長
及
び
陪
席
判
官
の
代
理
者
各
二
名
宛
を
豫
備

と
す
る
、
09
陪
席
判
官
及
び
代
理
者
の
任
期
は
三
年
と
し
、
同
内
閣

の
同
意
を

得
て
そ
の
法
院
中
に
小
委
員
會
を
設
置
し
、
こ
れ
に
対
し
独
立

な
決
定
を
な
し
得
る
権
限
を
持
た
し
め
得
る
、
小
委
員
會
は
院
長
叉

は
そ
の
代
理
者

一
名
及
び
陪
席
判
官

二
名
以
上
か
ら
成
立
す
る
、
㈱
法
院

の
議
決
は
院
長
又
は
そ
の
代
理
者

の
外
に
陪
席
判
官
六
名

以
上
の
出
席
あ
る
こ
と
を
要
し
、
小
委
員
倉

の
議
決
は
委
員

の
全
員
出
席
あ
る
こ
と
を
要
す
、
8
法
院
の
決
定
は
院
長
が
當
該
事
件

を
内
務
官
庁

の
裁
定
に
附
す
べ
き
旨
を
五
日
以
内
に
當
地
方
團
龍
に
対
し

申
出
で
な
け
れ
ば
、
確
定
す
る
、
但
し
、
内
務
官
庁

は
地

方
法
院

の
決
定
を
変
更

叉
は
塵
止
す
る
を
得
べ
く
、
こ
の
場
合
に
於
い
て
の
裁
定
は
確
定
的
で
あ
る
、
q↓
法
院
及
び
委
員
愈
の
虚
務

規
則
は
内
務
官
庁

の
同
意
を
得
て
自
ら
こ
れ
を
定
む
、
㈱
法
院
に
關
す
る
費
用
は
國
家

こ
れ
を
負
担

す
る
。

更
に
、
地
方
法
院

の
組
織
は
地
方
法
院

り
庭
務
規
程
を
通
じ
て
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
出
來
る
、
地
方
法
院

に
關
す
る
處
務
規
程
は

一
九
二
四
年
三
月
二
十

一
日
公
布
せ
ら
れ
た
、
こ
れ
に
依
れ
ば
、
地
方
法
院
は
内
務
官
庁

構
内
に
所
在
し
、
こ
れ
に
依

つ
て
事
務
室

地
方
團
盤
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(字
賀
田
)

(第
六
巷

第
二
號

一
三
九
)

九



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(字
賀
田
)

(第
⊥
ハ
巻

第
二
號

一
四
〇
)

一
〇

議
事
室
等
を
與

え
ら
れ
、
且
叉
内
務
官
庁

の
當
該
專
門
官
吏
は
報
告
者
と
し
て
地
方
法
院
の
事
務
に
参
加
し
、
判
決
の
作
成
を
委
託

せ
ら
る
。
地
方
法
院
長
は
、
法
院
の
事
務
を
処
理
し
す
べ
て
の
文
書
に
署
名
し
報
告
者
を
任
命
す
る
外
に
、
地
方
法
院

へ
の
出
訴
が

許
さ
れ
す
、
若
く
は
法
定
の
期
間
を
誤
り
叉
は
法
定
の
形
式
を
誤
り
た
る
場
合
若
く
は
誰
檬
が
期
日
迄
に
提
出
さ
れ
な

い
場
合
に
は

畢
猫
に
こ
れ
に
対
し
却
下
を
言
渡
し
得
る
。
地
方
法
院

へ
の
出
訴
は
文
書
(電
信
を
含
む
)
を
以
て
の
み
な
し
得
る
も
の
と
せ
ら
る
。

訴

の
提
起
は

一
週
聞
以
内
に
こ
れ
を
な
す
べ
き
制
限
が
あ
る
が
、
院
長
は
右
期
間
を
猜
豫
し
得
る
。
地
方
法
院
は
特
定
の
倉
議
日
を

右
せ
す
し
て
院
長
の
召
集
に
依

つ
て
魯
議
を
行
ふ
。
議
決
は
多
数
決
を
以
て
し
、
可
否
同
数
な
る
時
は
當
該
事
件
は
否
決
さ
れ
距
も

の
と
し
、
こ
の
場
合
院
長
は
裁
決
権
を
持
た
な

い
。
法
院
の
議
事
は
非
公
開
と
さ
れ
る
が
、
院
長
は
法
院

の

一
般
命
令
及
び
根
本
判

決
を
公
報
に
掲
載
し
、
又

一
般
に
対
し

興
味
あ
る
判
決
は
こ
れ
を
新
聞
紙
に
獲
表
す
る
。
こ
の
結
果
、
事
實

上
、
法
院
議
事
の
非
公

開
主
義
は
筈
し
く
緩
和
せ
ら
れ
、
法
院

の
判
決
公
表
は
充
分
に
達
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

㈲

唯

々
こ
れ
ら
の
規
定
を
通
じ
て
み
る
と
、
特
に
二
つ
の
瓢
が
注
目
せ
ら
る
、
そ
の

一
つ
は
、
地
方
法
院
長
の
優
勢
な
地
位
で
あ
り

そ
の
二
つ
は
、
地
方
法
院
と
内
務
官
廉
の
緊
密
な
結
合
で
あ
る
。

地
方
法
院

に
於
い
て
院
長
が
優
勢
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
は
、
地
方
制
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
處
が
あ

る
が
、
特
に
そ
の
第
八

條
第
六
項
に
於
い
て
は
院
長
に
対
し

抗
議
礎
を
認
め
る
外
、
更
に
塵
務
規
程
に
於
い
て
は
、

一
暦
の
権
限
を
認
め
て
ゐ
る
、
即
ち
、

院
長
は
前
蓮

の
よ
う
に
事
務
を
所
管
し
す
べ
て
の
文
書
に
署
名
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
重
要
な
あ
る
種

の
場
合
に
は
独
自

に
こ
れ
を

裁
決
し
、
出
訴
を
許
し
難
い
場
合
に
は
独
自

に
こ
れ
を
却
下
し
、
特
別
事
由
あ
る
場
合
に
は
独
自

に
出
訴
期
間

を
猫
豫
す
る
、
汐、
の



最
も
重
要
な
権
限

と
さ
れ
る
の
は
地
方
法
院

の
召
集
椹
で
あ

つ
て
、
地
方
法
院
が
活
動
力
を
有
す
る
に
至
る
か
否
か
は
全
く
院
長
の

召
集
に
懸
つ
て
ゐ
る
、
唯

一
つ
院
長
の
権
限
が
制
限
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
の
如
く
み
え
る
の
は
、
議
決
に
際
し
可
否
同
数
な
る
時
、
院

長

の
裁
決
に
依
ら
す
し
て
當
該
事
件
が
否
決
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
と
難
も
院
長
は
よ
り
強
力
な
抗
議
樺
を

有
す
る
結
果
所
謂
可
否
同
数
な
る
場
合
に
対
抗

し
得
る
の
で
あ
る
。

地
方
法
院
が
内
務
官
庁

と
緊
密
な
結
合
を
な
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
地
方
制
が
既
に
こ
れ
を
明
示
し
て
ゐ
る
庭
で
あ
る
が
、

先
づ
法
院

の
所
在
地
を
ド

レ
ス
デ

ン
と
し
、
院
長
の
任
命
椹
を
内
務
大
臣
に
委
す
る
如
き
は
そ
の
一
例
で
あ

つ
て
、
更
に
虚
務
規
程

に
於
い
て
は
、

一
層
こ
れ
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
、
即
ち
、
地
方
法
院
は
内
務
官
庁
構
内
に
所
在
し
、
内
務
官
庁

は
そ
の
官
房
勤
務
員

を
地
方
法
院

の
指
令
下
に
置

い
て
ゐ
る
が
故
に
、
内
務
官
庁

は
何
時
で
も
地
方
法
院
の
事
務
を
了
知
し
得
べ
く
、
從

つ
て
、
地
方
法

院

に
依

つ
て
不
意
を
打
た
れ
る
と
い
.漣
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。

内
務
官
庁

は
地
方
法
院
長
を
任
命
し
得
る
が
、
地
方
制
も
亦
處
務
規
程
も
い
か
な
る
範
囲

か
ら
院
長
を
揮

ぶ
べ
き
か
に
就

い
て
は

こ
れ
を
明
示
し
て
ゐ
な
い
、
唯

々
實
例
に
依
れ
ば
、
院
長
は
常
に
政
府
の
高
官
特
に
内
閣
官
長
叉
は
省
参
事
官
が
任
命
せ
ら
れ
て
ゐ

る
、
が
こ
の
こ
と
は
特
に
坑
議
禮
の
行
使
に
就

い
て
重
要
な
意
義
を
持

つ
て
ゐ
る
、
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院
長
が
地
方
法
院

の
決

定
に
対
す

る
抗
議
を
提
起
す
る
に
就

い
て
常
に
内
務
大
臣
の
命
令
に
服
す
べ
き
下
級
官
吏
で
あ
る
場
合

は
、
院
長
は
こ
の
命
令
に
適

合
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
、
然
ら
ざ
れ
ば
、
院
長
は
服
務
規
律
に
違
反
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
が
、
若
し
院
長
が
下
命

に
抗
す
る
場
合

は
何
時
で
も
院
長
職
を
奪
は
れ
、
内
務
大
臣
は
自
己
の
意
思
に
適
合
し
た
他
の
官
吏
を
院
長
に
任
命
し
得
る
の
で
あ

地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

一
四
一
)

一
一



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

一
四
二
)

一
二

る
Qか

よ
う
に
し
て
、
内
務
官
庁

は
何
時
で
も
地
方
法
院

の
意
思
に
反
し
て
自
己
の
意
思
を
途
行
し
得
る
の
地
位
を
有
し
、
從

つ
て
地

方
法
院

と
の
衝
突
に
際
し
て
は
常
に
勝
利
者
た
る
の
地
位
に
あ
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
、
し
か
し
乍
ら
、
從
來
内
務
官
庁

と
地

方
法
院
と
の
激
烈
な
抗
争
は
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
、
何
と
な
れ
ば
、
内
務
官
庁

の
優
勢
な
る
事
實
は
既
に
張
力
な
豫

防
的
効
果
を
持

つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
、
唯
々
從
來
三
つ
の
場
合
に
於
い
て
、
内
務
官
廉
は
地
方
法
院
の
判
決
に
干
渉
し
こ
れ
を
変

更
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
場
合
に
依
れ
ば
、
内
務
官
庁

は
地
方
法
院
に
対
し
賢
明
な
抑
制
を
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
Q

し
か
ら
ば
、
内
務
官
庁

の
地
方
法
院
に
対
す

る
優
勢
は
い
か
に
し
て
評
慣
さ
れ
る
か
、
元
よ
り
、
自
治
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
み
れ

ば
、
か
く
の
如
き
こ
と
は
明
か
に

一
つ
の
訣
點

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
か
く
の
如
き
こ
と
は
實
に
自
治
団
体

の
た
め
に
設
置
さ
れ

た
地
方
法
院

の
自
由
が
根
本
的
に
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
國
の
行
政
の
立
場
か
ら

こ
れ
を
み
れ
ば
、
か
く

の
如
き
こ
と
は
、
重
要
且
必
要
な
こ
と
で
あ
つ
て
、
若
し
こ
れ
を
訣
い
た
な
ら
ば
、
國
と
地
方
團
體

と
の
孚

闘
が
絶
え
す
起
る
で
あ

ら
う
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
貼
に
就

い
て
、
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ

ン
地
方
制

の
例
を
み
れ
ば
、
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ

ン
に
於

い
て
は
、
嘗
て
内
務

官
廉
か
ら
全
く
独
立

し
、
且
地
方
團
罷

の
監
督
に
關
し
第

一
審
的
及
経
審
的
権
限

の
あ
る
地
方
法
院
を
設
置
し
た
が
、
監
督
問
題
に

關
す
る
國
と
地
方
國
禮
と
の
意
見

の
対
立
は
實
際
的
に
直
ち
に
あ
ら
は
れ
た
た
め
に
、
意
に
地
方
法
院
の
変
改
を
み
な
け
れ
ば
な
ら

の

な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
實
に
.
内
務
官
庁

と
地
方
法
院
と
の
緊
密
な
結
合
は
、
猫
り
政
治
的
に
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
律



的
に
も
亦
必
要
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
地
方
團
體

に
対
す

る
國

の
監
督
は
國

の
事
務
で
あ
る
が
故
に
、
國

の
事
務
に
就

い
て
は
内

務
大
臣
は
議
會
に
対
し
責
任
を
負
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

つ
て
、
若
し
こ
の
場
合
内
務
大
臣
が
地
方
法
院

の
決
定
に
対
し
影

響
を
及
ぼ
し
得
な

い
と
す
れ
ば
、
内
務
大
臣
は
到
底
こ
の
種

の
責
任
を
負
ひ
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
叉

一
面
か
ら
云

へ
ば
、
州
議
會

(
L
a
n
d
t
a
g

)
も
亦
地
方
法
院

の
決
定
に
対
し

若
干
の
影
響
を
與

え
、

地
方
團
鰐

の
監
督

に
關
與
す
る
こ
と
が
出
來
る
、
何
と
な
れ
ば
、
州
議
會
は
地
方
法
院

の
陪
席
判
官
を
選
挙

し
得
る
権
限
を
有

す
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
乍
ら
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
地
方
法
院
に
対
し

政
党
政
策
的
分
子
を
注
入
せ
し
め
る
結
果
と
な
つ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
陪

席
判
官

の
選
挙
は
政
賞
…の
提
案
に
基
き
政
党
政
策
的
方
針
に
依
つ
て
行
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
從
來
ザ
ク
セ
ン
州
に

於

い
て
は
地
方
法
院

の
政
党
的
構
成

に
も
拘
ら
す
、實
際
的
政
党
関
係

は
必
す
し
も
困
難
な
も
の
を
持
た
な
か

つ
た
。
何
と
な
れ
ば
、

從
來

い
か
な
る
窯
派
も
支
配
的
勢
力
を
占
め
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
◎
こ
の
結
果
、
す
べ
て

の
陪
席
判
官
は
客
観
的

態
度
を
と
り
、
す
べ
て
の
事
件
に
就
い
て
利
己
的
意
見
を
貫
徹
せ
し
め
得
な
か
つ
た
の
み
で
な
く
、
若
し
法
律
的
立
場
に
違
反
し
た

解
釈

を
と
る
場
合
に
於
い
て
は
結
局
次
ぎ
の
機
會
に
不
利
を
招
く
こ
と
曳
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

二
、
地
方
法
院

の
権
限

地
方
法
院
が
監
督
上
第

二
審
的
裁
決
臆
と
し
て
有
力
な
構
限
を
持
つ
こ
と
は
地
方
制
第
百
七
十
二
條
第

三
項
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
當
該
議
決
磨
が
地
方
團
體

に
対
し

指
令
を
畿
し
叉
は
地
方
團
體

に
対
し
提
起

さ
れ
た
監
督
上
の
抗
告

の
杢
部
叉
は

一
部
を
却
下
す
る
場
合
當
該
議
決
廃
の
決
定
に
対
し

て
は
、
地
方
法
院

の
決
定
を
十
四
日
以
内
に
請
求
し
得
る
も
の
と

せ
ら
る
。
但
し
こ
の
規
定
は
別
に
地
方
團
體

の
自
治
事
務
に
於
け
る
指
令
に
關
し
て
の
み
存
し
、
國
の
委
任
事
務
に
關
し
て
は
許
さ

地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
四
三
)

二
二



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

一
四
四
)

一
四

れ
て
ゐ
な

い
。

叉
地
方
法
院

は
第
二
審
と
し
て
地
方
制
第
七
、
九
、
十
三
、
七
十
七
、
及
び
八
十

一
條
に
依
り
、
地
方
條
例
、
財
産
管
理
、
首
長

選
挙

に
關
し
重
要
な
権
限

を
持

つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
の
権
限
は
第
百
七
十
二
條
に
於
け
る
如
く
張
力
な
も

の
で
な
く
、
寧
ろ
協
調

的
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
從

つ
て
地
方
法
院

は
こ
れ
ら
の
権
限
を
通
じ
、
地
方
團
體

が
現
實
的
に
行
爲

す
る
前
に
、
既
に
そ
れ

に
關
與
し
得
る
が
故
に
、
こ
れ
に
依

つ
て
豫
防
的
監
督

の
効
果
を
あ
け
る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ
る
。
又
地
方
団
体

の
特
定
機
關
の

地
位
に
あ
る
者
が
懲
戒
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
十
四
日
以
内
に
當
該
懲
戒
磨
に
対
し

抗
議
を
な
し
得
る
(地
方
制
第

一
〇
二
條
)
が
、
こ
の

場
合
、
當
該
懲
戒
廃
は
直
接
監
督
機
關
た
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
な
く
し
て
軍
に
上
訴
磨
と
し
て
存
す
る
だ
け
で
あ
る
。
從

つ
て

こ
の
場
合
、
當
該
懲
戒
廉
の
處
分
に
不
服
あ
る
に
於
い
て
は
前
述
し
た
第
百
七
十
二
條
第
二
項
の
準
用
に
依

つ
て
地
方
法
院

こ
れ
が

決
定
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
於
い
て
の
地
方
法
院
は
例
外
的
に
第

三
審

の
地
位
を
占
め
る
。

更
に
地
方
制
の
定
む
る
所
に
依
り
、
地
方
法
院
は
第
二
審
的
性
質
で
な

い
多
く
の
権
限
を
有
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
、
立
法
者
が
地

方
法
院
を
し
て
公
益
問
題
か
ら
來
る
で
あ
ら
う
庭
の
問
題
に
就

い
て
協
力
又
は
決
定
を
な
さ
し
め
ん
と
す
る
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
権
限

は
三
つ
の
群
に
こ
れ
を
分
け
る
こ
と
が
出
來
る
。
即
ち
、
第

一
群
は
地
方
法
院
が
内
務
官
塵

の
裁

決
磨
と
し
て
活
動
す
る

場
合
を
含
ん
で
ゐ
る

(例
、
地
方
法
院
が
市
町
村
組
合
規
定
の
認
可
を
決
定
す
る
場
合
)
(地
方
制
第
百
六
十
二
條
第

一
項
)
こ
の
場
合

に
於
い
て
は
、
地
方
法
院
は
縣
参
事
會

(
B
e
z
i
r
k
s
a
u
s
s
c
h
u
s
s

)
叉
は

郡
参
事
會

(
K
r
e
i
s
a
u
s
s
c
h
u
s
s

)
と
同
様
に
第

一
審
的
機
關
の

地
位
を
占
め
て
直
接
に
監
督
椹
を
執
行
す
る
(地
方
制
第
百
六
十
二
條
、
第
百
六
十
六
條
、
第
百
八
十
五
條
)。
第
二
群
は
地
方
法
院
が
内
務



・
官
庁か
ら
鑑
定
的
に
意
見
を

求
め
ら
れ
る
場
合
を
含
ん
で
ゐ
る

(地
方
制
第
十
條
、
第
十
三
條
、
第
五
十
六
條
、
第
百
三
十

一條
、
第
百
三

+
三
條
)
例
、
内
務
官
庁
が

地
方
條
例

制
定
に

關
し

一
般
方
針
を

決
定
す
る
に

當
り

地
方
法
院
の
意
見
を
聞
く
場
合

(地
方
制
第

七
條
第
二
項
)。
第

三
群
は
地
方
法
院
が
地
方
団
体

の
内
部
に
於
い
て
対
立
意
見
の
あ
る
と
き
こ
れ
を
決
定
す

る
場
合
を
含
ん
で
ゐ
る

(地
方
制
第
三
+
四
條
、
第
八
+
六
條
、
第
百
七
條
、
第
百
三
+
七
條
)
(例
、
地
方
会
議

と
地
方
會
と
の
衝
突
に
於
、
い
て
地
方
法
院
に
出
訴

す
る
場
合
(地
方
制
第
七
十
四
條
)。

こ
れ
ら
の
貼
を
通
じ
て
、
地
方
団
体

の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

の
職
能
を
み
れ
ば
、
地
方
法
院

の
職
能
は
、
こ
れ
を
四
つ
に
わ

け
る
こ
と
が
出
來
る
。
第

一
は
、
地
方
法
院
が
當
該
議
決
臆
の
監
督
的
決
定
に
關
し
第

二
審
的
裁
決
機
關
た
る
場
合
、
第

二
は
、
地

方
法
院
が
特
定
の
市
町
村
組
合
の
裁
決
機
關
た
る
場
合
、
第
三
は
、
地
方
法
院
が
特
定
の
事
件
に
關
し
内
務
官
庁

の
鑑
定
的
諮
問
機

關
た
る
場
合
、
第
四
は
地
方
法
院
が
地
方
團
鰐
内
部
に
於
け
る
機
關
相
互
の
意
見
相
違
を
決
定
す
る
機
關
た
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
職
能
の
う
ち
そ
の
最
も
重
要
な
も
の
は
、
第

一
の
場
合
と
、
第
四
の
場
合
と
で
あ
る
。
第

一
の
地
方
法
院
が
第

二
審
的
裁
決
機

關
た
る
地
位
は
本
來
地
方
法
院
設
置
の
目
的
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
他
の
構
限
は
寧
ろ
若

干
公
釜
問
題
に
關
聯
す
る
も
の
で
あ
る
。

從

つ
て
地
方
法
院

の
第
二
審
的
裁
決
機
關
た
る
こ
の
地
位
は
、
地
方
法
院

の
活
動

の
最
も
重
要
な
部
分
を
含

む
も
の
で
あ

つ
て
、
實

に
、
こ
の
地
位
に
於
い
て
の
地
方
法
院
は
當
該
議
決
聴

の
監
督
的
決
定
に
対
し

不
服
を
訴

へ
る
者

の
す
べ
て
の
抗
議
が
集
中
す
る
庭

の
中
央
裁
決
廃

で
あ
る
。
特
に
地
方
法
院
は
す
べ
て
の
監
督
的
決
定
を
取
消
す
ば
か
り
で
な
く
、
よ
い
決
定

を
希
望
す
る
場
合
に
は

地
方
法
院

へ
出
訴
す
る
こ
と
に
依

つ
て
憲
法
上
保
障
せ
ら
れ
た
自
治
椹
を
擁
護
し
得
る
傾
向
を
さ
へ
示
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
四
五
)

一
五



地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
四
六
)

エ
ハ

の
種
の
決
定
を
基
礎
と
し
て
地
方
法
院
の
意
義
を
正
し
く
評
価

し
、
且
地
方
法
院
の
決
定
は
唯
々

一
事
件
に
關
す
る
ば
か
り
で
な
く

こ
れ
と
類
似
の
若
く
は
こ
れ
と
同
種
の
事
俘
に
關
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
考
察
す
る
の
は
必
要
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
中
央
法
院
と

し
て
の
地
方
法
院
は
全
く
自
然
的
に
統

一
的
決
定
を
下
し
、
下
級
臆
も
殊
に
地
方
團
罷
自
ら
も
こ
の
決
定
に
対
し
適
合
せ
し
め
る
よ

う
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第

二
審
的
活
動
を
基
礎
と
し
て
、
地
方
法
院
は
國
と
地
方
団
体

と
の
全
鎧
的
関
係

に
対
し
適

當
な
影
響
を
與

へ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
各
事
件
に
關
し
地
方
法
院
は
地
方
團
體

及
び
國
た
る
監
督
官
庁

の
権
限
が
い
か
な
る
程

度
に
ま
で
達
し
て
ゐ
る
か
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
依

つ
て
、
地
方
法
院
は
、
國
と
地
方
団
体

と

の
聞
の
仲
裁
裁
判
官
た

る
観
を
呈
し
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
乍
ら
、
若
し
内
務
大
臣
に
依
る
地
方
法
院
の
院
長
任
命
が

一
方
的
に
國
家
的
に
行
は
れ
る
場
合
に

は
、
必
す
し
も
そ
の
如
く
公
李
に
行
く
も
の
で
な

い
。

次
ぎ
に
、
第

二
の
地
方
法
院
が
地
方
団
体

内
部
に
於
け
る
機
關
相
互

の
意
見
相
違
を
決
定
す
る
機
關
た
る
場
合
は
、
極
め
て
重
要

な
意
義
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
特
に
財
政
々
策
に
關
す
る
地
方
會
議
と
地
方
會
と
の
抗
争
を
決

着
せ
し
め
る
便
宜
的
手
段

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
例

へ
ば
地
方
團
體

の
豫
算
は
屡

々
所
謂
赤
字
を
持

つ
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合

に
於
い
て
、
地
方
會
議
は
こ
の
赤
字
の
た
め
に
増
税
叉
は
新
税
を
試
み
ん
と
す
る
に
対
し

、

一
方
地
方
団
体

の
選
挙
人
を
代
表
す
る

地
方
倉
議
員
は
こ
れ
に
反
対

す
る
の
議
決
を
な
す
結
果
と
し
て
、
地
方
会
議

は
か
く
の
如
き
議
決
を
以
て
地
方
團
體

に
非
常
な
損
害

を
與

へ
る
と
の
理
由
に
依

つ
て
、
寛
に
、
地
方
法
院

に
出
訴
す
る
の
機
會
を
多
か
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
乍
ら
、
こ
れ
を
實
際
に
徴
し
て
み
れ
ば
、
地
方
団
体

の
各
種
機
關
が
す
。へ
て
か
Σ
る
争
議
を
地
方
法
院

の
決
定
に
訴

へ
る



か
否
か
は
頗
る
,疑
は
し
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
地
方
團
體

の
各
種
機
關
が
す
べ
て
の
孚
議
を
地
方
法
院
に
出
訴
す
る
こ
と
に

依

つ
て
、
地
方
団
体

の
機
關
と
し
て
の
責
任
意
識
を
著
し
く
失
ふ
に
至
る
處
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
地
方
法
院
が

第

二
審
的
裁
決
者
と
し
て
叉
機
關
争
議
裁
決
者
と
し
て
占
む
る
地
位
は
地
方
法
院

の
最
も
重
要
な
職
能
を
果
た
す
地
位
で
あ
る
こ
と

に
か
わ
り
は
な
い
、
こ
れ
を
詳
述
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

第

一
、
第

二
審
的
職
能

地
方
團
體

の
監
督
に
關
し
て
第

二
審
的
裁
決
機
關
と
し
て
の
地
方
法
院
の
地
位

は
本
來
地
方
法
院

の
法

律
的
性
質
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
地
方
法
院
は
地
方
制
の
定
む
る
處

(第
百
七
+
二
條
、
第
七
條
、
第
九
條
、
第
+
三
條
、
第
七
+
七
條
、

第
八
+

一
條
)に
依
り
三
つ
の
側
か
ら
出
訴
を
み
る
、
第

一
は
、
地
方
団
体

の
出
訴
で
あ
つ
て
、
議
決
廃
が
地
方
團
體

の
自
治
樫
を
侵

害
し
た
決
定
を
な
し
た
場
合
、
第

二
は
國
の
官
庁

の
出
訴
で
あ

つ
て
、
議
決
磨
が
地
方
條
例
を
不
正
に
認
可
し
、
若
く
は
薪
に
選
挙

さ
れ
た
首
長
の
人
物
に
就

い
て
抗
議
を
し
な
い
場
合
、
第
三
は
特
定
人
の
禺
訴
で
あ
つ
て
、
地
方
団
体

に
対
す

る
監
督
上
の
抗
議
が

却
下
さ
れ
落
く
は
地
方
條
例
認
可
に
対
す

る
異
議
の
申
立
が
致
某
な
し
に
止
ま
る
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
に
於

い
て
、
第

一
の
場
合
及
び
第
二
の
場
合
は
、
明
か
に
法
律
上
の
上
訴
手
段
と
し
て
み
ら
れ
る
が
、
第
三
の
場

合
は
法
律
上
の
上
訴
手
段
と
し
て
み
ら
れ
る
か
否
か
に
就

い
て
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
、
が
通
常
の
解
釈

に
依
れ
ば
、
地
方
法
院

の

嵩
訴
は
當
該
議
決
廃
の
監
督
的
決
定
に
対
し
て
な
さ
れ
る
限
り
常
に
法
律
的
上
訴
手
段
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
、
從

つ
て
、
地
方
法
院
の

地
位
は
こ
の
點

に
於
い
て
上
訴
磨
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
れ
ば
、上
訴
磨
と
し
て
の
地
方
法
院
は
行
政
裁
判
所
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
が
生
す
る
、確
か
に
こ
の
種
の
問

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

一
四
七
)

一
七



地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第
一
號

一
四
八
)

一
八

題
が
生
す
る
の
は
寧
ろ
當
然
で
あ

つ
て
、實
質
上
の
黙
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
地
方
法
院
は
裁
判
所
と
同
様
な
裁
判
的
行
爲
を
な
し
、
又

⑧

そ
の
決
定

の
内
容
及
び
形
式
も
共
に
行
政
裁
判
所
の
そ
れ
に
類
似
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
乍
ら
地
方
法
院
は
決
し
て
裁
判
所
で
な

い
。

何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院

は
裁
判
所
た
る
こ
と
に
於
い
て
の
典
型
的
且
本
質
的
要
素
と
し
て
の
政
府
か
ら
の
独
立
と
云
ふ
鮎
に
訣
け

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
地
方
法
院
の
陪
席
判
官
は
決
定
を
な
す
に
就

い
て
本
來
自
由
の
立
場
に
あ
つ
て
唯
法
律
に
の
み
拘
束
さ

れ
る
に
反
し
、
院
長
は
地
方
制
第
八
條
第

六
項
の
定
む
る
庭
に
依

つ
て
、
事
件
の
最
終
的
決
定
に
際
し
て
は
、
内
務
當
局
に
対
し

豫

め
當
該
事
件
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
拘
束
を
う
け
て
ゐ
る
。
若
し
院
長
が
こ
れ
を
拒
む
場
合
に
於
て
は
、
特
別
の
規
定
を
存
し

な
い
が
、
院
長
の
罷
冤
が
な
さ
れ
る
と
共
に
、
内
務
當
局

の
命
を
守
る
他

の
院
長
が
直
ち
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ

れ
に
依

つ
て
み
れ
ば
、
内
務
敷
局
は
い
ガ
な
る
場
合
に
於
い
て
も
地
方
法
院

の
決
定
に
干
渉
し
、
こ
れ
を
廃
止
叉
は
変
更
す
る
こ
と

が
出
來
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
こ
の
瓢
に
於

い
て
、
地
方
法
院
を
行
政
裁
判
所
と
認
む
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
れ
ば
、
第
二
審
的
裁
決
機
關
た
る
本
質
を
持
つ
地
方
法
院
は
唯

々
行
政
廃
と
し
て
認

め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
そ
の
活
動
は
上
訴
に
対
す

る
決
定
を
な
す
こ
と
に
限
定
せ
ら
る
。へ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
窯
に
於

い
て
地
方
法
院
は
チ
ュ
ー
リ

ン
ゲ
ン
地
方
制
に
於
け
る
よ
う
な
抗
告
廃

(
R
e
k
u
r
s
b
e
h
o
r
d
e

)
と
同
覗
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
乍
ら
地
方
法
院
は
上

訴
に
対
す

る
決
定
を
な
す
以
外
何
等
他
の
行
政
活
動
を
な
さ
な
い
こ
と
に
於
い
て
こ
れ
と
区
別
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
地

方
法
院
が
裁
判
所
で
な
く

一
つ
の
行
政
磨
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
肯
定
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

上
訴
臆
と
し
て
の
地
方
法
院

の
活
動
範
囲

は
極
め
て
廣
汎
で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院
は

一
面
に
於
い
て
當
該
議
決
廃

の



監
督
上
の
決
定
に
關
し
て
最
高
唯

一
の
上
訴
廃
で
あ
る
と
共
に
、
他
面
に
於
い
て
地
方
團
體

の
監
督
は
地
方
團
龍
の
存
立
の
た
め
の

活
動
全
般
に
及
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
地
方
団
体

内
部
に
於
け
る
各
個
の
事
件
は
、
所
謂
自
治
事
務
に
關
す
る
限
り
、
理
論
的
に

云

へ
ば
、
す
べ
て
地
方
法
院
の
検
討
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
地
方
法
院
は
自
ら
に
対
し
提
起
せ
ら
れ
る
法
律
及
び
公

盆
問
題
の
す
べ
て
の
事
件
を
決
定
す
る
の
権
限
を
有
し
て
ゐ
る
。
法
律
問
題
の
判
定
に
就

い
て
は
、
先
づ
地
方
制

の
規
定
に
擦
る
べ

②

く
、
こ
の
點

に
於
い
て
地
方
法
院
は
地
方
制
の
最
も
職
務
的
註
繹
者
で
あ
る
と
云
は
れ
る
。
地
方
制

の
外
に
地
方
法
院
は
他
の
法
律

を
援
用
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
地
方
法
院
が
主
と
し
て
法
律
問
題
を
判
定
す
べ
き
か
否
か
に
就

い
て
は
、
術
論
議

あ
る
塵

で
あ
る
が
、
地
方
法
院
の
構
成
の
黙
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
種

の
論
議
も
亦
決
し
て
誤
り
と
云
ふ
を
得
な

い
。
こ
れ
を
實
際
か

ら
み
る
も
、
地
方
法
院
に
於
い
て
は
、
法
律
問
題
に
就
い
て
の
激
し
い
論
争
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
、何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院
の
外
に

存
置
さ
れ
る
處

の
行
政
裁
判
所
が
地
方
行
政
に
於
け
る
法
律
問
題
の
多
く
を
判
決
し
、
地
方
法
院
に
適
合
し
た
事
件
を
も
既
に
予
め

判
決
す
る
と
い
ふ
實
情
で
あ
り
、
且
法
律
的
素
養
を
有
す
る
法
院
長
に
依

つ
て
個

々
の
具
膿
的
事
件
に
於
け
る
法
律
的
評
価

は
必
す

し
も
仕
損
じ
て
ゐ
な

い
か
ら
で
あ
る
、

一
面
、
地
方
法
院

の
誤
判
は
法
律
的
に
み
て
、
極
め
て
少
く
先
づ
良

好
の
成
績
で
あ
る
が
故

に
、
地
方
法
院
が
法
律
問
題
に
就
い
て
決
定
を
下
す
こ
と
は
必
す
し
も
不
當
で
な
い
と
み
ら
れ
て
ゐ
る
、
し
か
も
、
地
方
法
院
は
實

際
に
於
い
て
、
公
釜
問
題
を
取
扱
ふ
こ
と
が
通
常
で
あ
る
が
故
に
、
地
方
法
院
に
は
公
釜
問
題
、
行
政
裁
判
所

に
は
法
律
問
題
が
向

け
ら
れ
た
な
ら
ば
、
假
令
、
具
膿
的
場
合
に
於
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
結
局
公
釜
問
題
と
法
律
問
題
と
の
匪
別
を
求
め

る
に
至
る
の
で
あ
る
。

地
方
團
農
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
四
九
)

一
九



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
五
〇
)

二
〇

第

二
、
第

一
審
的
職
能
、
地
方
團
罷
内
部
に
於
け
る
意
見
相
違
を
決
定
す
る
第

一
審
的
機
關
と
し
て
の
地
方
法
院
の
地
位
は
極
め

て
特
色
あ
る
も
の
で
あ
る
..
こ
の
地
位
に
於
い
て
の
地
方
法
院
は
四
つ
の
場
合
に
於
け
る
孚
議
を
決
定
す
る
、
第

一
は
、
條
例
の
制

定
及
び
豫
算
の
作
製
に
關
し
地
方
魯
議
と
地
方
倉
と
の
聞
の
意
見
衝
突
(
地
方
制
第
三
+
四
條
)
の
場
合
、
第
二
は
地
方
會

の
議
決
が
地

方
團
體

の
た
め
に
不
利
で
あ
る
か
否
か
に
就
い
て
地
方
倉
議

と
地
方
倉
と
の
聞
の
意
見
衝
突
(
地
方
制
第
八
+
六
條
)
の
場
合
、
第
三
は

地
方
会
議

を
解
膿
し
叉
は
地
方
會
議
職
の
行
使
を
休
止
す
る
こ
と
に
就

い
て
意
見
対
立

(地
方
制
第
百
七
條
)の
場
合
、
第
四
は
地
方
團

罷

の
合
併
に
際
し
、
首
長
、有
給
地
方
會
議
々
員
、
長
老
會
員
、吏
員
等
に
託
せ
ら
れ
て
ゐ
た
地
位
に
就
い
て
意
見
対
立

(地
方
條
第
百

三
十
六
條
)の
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
と
前
述
し
た
第

二
審
的
職
能
の
場
合

(特
に
、
第
百
七
+
二
條
、
第
七
條
、
第
九
條
、
第
+
三
條
、
第
七
+
七
條
、
第
八
十

一
條
)
と
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
際
に
は
、
地
方
團
體

と
國
と
が

互
に
抗
争
し
た
が
、
こ
の
際
に
は
國
は
完
全

に
關
與
し
な

い
の
で

あ

つ
て
、
意
見
衝
突
は
唯
地
方
團
體

内
部
に
の
み
限
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、更
に
又
、
地
方
法
院
は
、そ
の
際
に
は
、
第

二
審
的
裁

決
機
關
と
し
て
存
す
る
に
反
し
、
こ
の
際
に
は
、
第

一
審
的
裁
決
機
關
と
し
て
存
す
る
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
、
地
方
法
院
が
第

一
審

的
裁
決
機
關
と
し
て
存
す
る
地
位
は
主
と
し
て
地
方
団
体

監
督
の
範
囲

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
を
生
す
る
。
何
と
な

れ
ば
、

一
つ
の
行
政
聴
が
、
或
は

監
督
執
行
機
關
と
し
て
あ
る
場
合
、
或
は
上
訴
機
關
と
し
て
あ
る
場
合
、
敦

れ
も
そ
れ
自
身
地
方

團
體

監
督
に
於
け
る

一
つ
の
地
位
を
持
ち
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
・
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
、
そ
の
敦
れ
の
場
合
も
適
合

し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院

は
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
第

一
審
的
機
關
で
あ
る
が
故
に
、
上
訴
機
關
と
し
て
は
存
し
得
な
い



し
、
叉
、
地
方
法
院
は
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
軍
に
裁
決
機
關
で
あ
る
が
故
に
、
監
督
執
行
機
關
と
し
て
は
存

し
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
叉
、
特
に
、

一
つ
の
機
關
が
監
督
官
庁

と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
當
該
機
關
は
唯
箪
に
抗
告
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

直
接
「
決
定
す
る
」と
い
ふ
干
渉
の
た
め
の
磯
議
樺
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
地
方
法
院
は
か
く
の
如

き
焚
議
権
を
持
た
す
し
て
、
唯
不
服
の
訴
あ
る
時
に
の
み
決
定
す
る
と
い
ふ
権
限
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
從

つ
て
、
地
方
法
院
が

第

一
審
的
裁
決
機
關
と
し
て
存
す
る
地
位
は
必
す
し
も
主
と
し
て
地
方
團
燧
監
督
の
範
囲
に
属
す
る
も
の
で
な

い
と
云
は
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

し
か
し
乍
ら
、
こ
れ
ら
の
場
合
を
且
ハ膿
的
に
考
察
す
る
と
、
地
方
法
院

の
地
位
は
地
方
團
體

の
監
督

の
う
ち
に
含
め
て
こ
れ
を
討

究
す
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院
が
地
方
制
第
三
十
四
條
、
第
八
十
六
條
、
第
百
七
條
、
第
百

三
十
六
條
に
基

い
て
行

ふ
決
定
の
効
果
は
純
粋
に
監
督
判
決
の
効
果

と
同
様
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
、
地
方
法
院

の
決
定
が
地
方
會
議
員

の
議

決
を
廃
棄
し
、
或
は
地
方
會
議
の
同
意
を
得
な

い
も
の
を
拒
否
す
る
場
合
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
事
實
に
依
つ
て
、
地

方
法
院
の
す
べ
て
の
決
定
は
具
艦
的
場
合
に
地
方
団
体

の
た
め
に
指
針
を
與
ふ
る
の
特
質
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
證
明

さ
れ
る
の
で

あ
り
、
從
つ
て
、
地
方
法
院
そ
の
も
の
N
地
位
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

そ
こ
で
特
に
、
地
方
法
院

の
地
位
に
就

い
て
重
要
な
機
關
争
議
決
定
の
場
合

(地
方
制
第
三
十
四
條
、
第
八
十
六
條
)
を
み
れ
ば
、
次

の
如
く
で
あ
る
Q

第

一
は
、
地
方
條
例
の
制
定
豫
算
の
作
製
に
關
し
、
地
方
會
議
と
地
方
愈
と
の
意
見
衝
突
の
場
合
、即
ち
、委
員
會
的
地
方
會
議
を

地
方
團
槽
　の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
五
一
)

二
一



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

一
五
二
)

二
二

持

つ
地
方
團
體

に
於
い
て
は
、

地
方
會
議
が
地
方
條
例
の
制
定
叉
は
豫
算
の
作
製
に
対
し

同
意
を
拒
む
時
は
、

地
方
法
院
に
出
訴

し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
於
い
て
地
方
法
院
の
槍
査
は
先
づ
第

一
に
地
方
會
議
が
そ
の
同
意
を
正
し
く
拒
ん
だ
か
若
く

は
不
正
に
拒
ん
だ
か
に
向
け
ら
れ
る
、
若
し
地
方
會
議
の
行
爲
が
正
し
か
つ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
地
方
會
の
議
決
は

決
定
的
に
消
滅
し
、
若
し
地
方
會
議
の
行
爲
が
不
正
で
あ
つ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
地
方
法
院

は
地
方
會
議
の
歓
け
た

る
同
意
を
補
う
こ
と
に
依
つ
て
、
地
方
會

の
議
決
を
し
て
地
方
條
例
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
、
か
く
の
如
き
地
位
に
於
け
る
地
方
法

⑩

院
を
名
附
け
て
地
方
條
例
補
充
制
定
者
と
呼
ん
で
ゐ
る
、
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院

へ
出
訴
の
あ
る
場
合
に
、
地
方
法
院

の
決
定
は

地
方
団
体

の
立
法
機
關
に
代
つ
て
、
地
方
會

の
議
決
と
地
方
會
議
の
同
意
と
を
補
充
す
る
か
ら
で
あ
る
、
實

に
地
方
法
院
が
地
方
條

例
補
充
制
定
者
と
し
て
の
地
位
に
於
け
る
強
み
は
、
元
よ
り
地
方
團
體

の
損
失
に
於
い
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
、
地
方
團
體

内
部
の
機
關
が
地
方
法
院
に
出
訴
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
自
磯
的
に
條
例
制
定
叉
は
豫
算
作
製

の
権
利
を
放
棄

す
る
た
め
で
あ
る
、

か
く
の
如
き
こ
と
は
、
あ
る
意
味
に
於

い
て
、
地
方
團
體

が
自
ら
の
無
能
を
表
白
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、

一
面
こ
れ
に
依
つ
て

地
方
法
院
の
地
位
を
し
て
釜

々
強
化
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
、
即
ち
地
方
法
院
の
決
定
は
地
方
團
體

を
拘
束
す
る
が
故
に
、
結
局
そ

れ
は
独
裁
的
裁
決

の
特
質
を
持

つ
に
至
る
の
で
あ
る
、
地
方
團
體

の
こ
の
独
裁
的
地
位
は
、
特
に
豫
算
の
作
製
に
際
し
て
あ
ら
は
れ

て
ゐ
る
が
、
こ
の
場
合
、
地
方
団
体

は
地
方
法
院
に
依

つ
て
そ
の
経
済
的
指
導
を
う
け
る
こ
と
全

一
ケ
年
に

亘
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
從

つ
て
、
當
該
地
方
團
體

の
運
命
は
根
本
的
に
地
方
法
院

の
態
度
に
懸
つ
て
ゐ
る
、
そ
こ
で
、
か
く
の
如
き
決
定
は
地
方
團
體

の
需
要
を
充
分
洞
察
し
得
る
所
の
内
客
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
意
味
に
於
い
て
云

へ
ば
、
地
方
法
院

の
構
成
員



は
地
方
行
政
の
實
際
家
を
以
て
充
た
す
こ
と
が
實
際
的
に
最
も
債
仇
あ
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
地
方
會

の
議
決
が
地
方
団
体

の
た
め
に
甚
だ
し
く
不
利
で
あ
る
か
否
か
に
關
し
て
地
方
會
と
地
方
會
議
と
意
見
衝
突

の

場
合
、
即
ち
、
地
方
法
院
は
地
方
會

の
議
決
を
地
方
団
体

の
た
め
に
甚
だ
し
く
不
利
と
認
め
た
場
合
は
そ
の
不
利
で
あ
る
こ
と
を
明

か
に
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
地
方
制
に
依
れ
ば
、
地
方
法
院
は
先
づ
地
方
會

の
議
決
が
地
方
團
龍

の
利
益
を
著
し
く
損
傷

す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
調
査
す
る
権
限
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
場
合
、
地
方
法
院

の
権
限
は
、
先
き
の
第

一

の
場
合

(第
三
+
四
條
)
よ
り
も
甚
だ
し
く
狭
め
ら
れ
て
、
唯

々
軍
に
地
方
団
体

の
た
め
に
著
し
く
不
利
益

で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
、

地
方
愈

の
議
決
を
慶
棄
す
る
に
止
ま
り
、
第

一
の
場
合
に
於
け
る
よ
う
に
、
積
極
的
に
形
成
的
権
限

を
持
た
な

い
の
で
あ
る
、
し
か

し
乍
ら
地
方
法
院
が
か
く
の
如
き
積
極
的
権
限

に
訣
け
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
す
、
地
方
法
院

の
地
位
は
決
し
て
輕
覗
す
る
こ
と
は
出
來

な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院
が
當
該
事
件
に
關
し
て
地
方
団
体

の
た
め
に
著
し
く
不
利
な
り
と
認
め
た
多
く
の
場
合
に
は
、
議

決
磨
は
當
該
地
方
団
体

に
対
し
直
ち
に
適
當
な
る
積
極
的
議
決
を
な
す
よ
う
下
命
す
る
の
権
限
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
勿
論
か
く
の

如
き
命
令
に
対
し

て
は
再
び
地
方
法
院

へ
の
出
訴
が
許
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
乍
ら
、
か
く
の
如
き
出
訴

は
効
果
な
き
こ
と
は
極

め
て
明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
、
從

つ
て
、
地
方
法
院

の
消
極
的
裁
決
は
、
假
令
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、

一
定

の
實
際
的
意
義
を
持

つ

て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

こ
の
場
合
、
地
方
法
院
に
出
訴
す
る
の
事
件
は
主
と
し
て
地
方
倉
議
と
地
方
會
と
の
間
に
行
は
れ
る
財
政
政
策
に
關
す
る
孚
岡
に

就

い
て
で
あ
る
が
、
元
よ
り
財
政
政
策
に
關
す
る
事
件
ば
か
り
で
な
く
、
凡
そ
地
方
團
體

の
た
め
に
著
し
く
不
利
を
招
く
よ
う
な
地

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
五
三
)

二
三



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第
一
號

一
五
四
)

二
四

方
倉

の
議
決
に
対
し

て
も
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
争
岡
に
於
い
て
地
方
會
議
に
出
訴
す
る
の
手
續

は
行
政
裁
判
所
に

出
訴
す
る
の
と
甚
だ
し
く
類
似
し
、
地
方
魯
議
と
地
方
倉
と
が
爾
當
事
者
と
し
て
相
争
ふ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
乍
ら
、
こ
の
場
合

と
難
も
地
方
法
院
は
行
政
裁
判
所
で
は
な
い
。

が
、
し
か
し
乍
ら
、
地
方
法
院

の
地
位
は
、
第

一
審
的
及
第
二
審
的
職
能

の
執
行
の
場
合
を
通
じ
て
み
て

も
、
地
方
團
體

の
監
督

の
黙
に
於
、い
て
、
著
し
く
行
政
裁
判
所
に
酷
似
す
る
の
で
あ
ゐ
。
從

つ
て
、

一
慮
地
方
團
龍
監
督
に
關
し
行
政
裁
判
所
の
地
位
を
明

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

行
政
裁
判
所
は
全
ザ
ク
セ
ン
行
政
に
対
し

て
最
高
裁
判
所
で
あ
つ
て
、
既
に

一
九
〇
〇
年
七
月
十
九
日
の
行
政
裁
判
法
に
基

い
て

存
在
し
、
地
方
法
院
よ
り
は
長

い
生
命
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
行
政
裁
判
法
に
依
れ
ば
、
議
決
聴

の
監
督

上
の
決
定
に
対
す

る

最
高
の
判
決
は
行
政
裁
判
所
に
委
任
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、

一
九
二
三
年
に
薪
に
地
方
制
の
改
正
に
依

つ
て
地
方
法
院

の
設
置

を
み
た
に
も
拘
ら
す
、
こ
の
點

に
於

い
て
の
行
政
裁
判
法
の
改
正
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
上
述
し
た
よ

う
に
、
地
方
法
院
は
こ
の
種
の
監
督
上
の
決
定
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
更
に
、
公
釜
問
題

の
判

定
ば
か
り
で
な
く
法

律
問
題

の
判
定
を
も
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
方
法
院

の
権
限
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
地
方
法
院
の
外

に
存
置
す
る
行
政
裁

判
所
が
、
法
律
の
定
む
る
虚
に
依
つ
て
所
謂
監
督
上
の
決
定
に
關
し
て
の
判
決
を
な
す
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
解

繹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
乍
ら
、
立
法
者
は
行
政
裁
判
所
を
地
方
團
體

監
督

の
領
域
か
ら
完
全
に
排
除
し
た
訳
で
な
い
。
寧

ろ
地
方
制

の
全
文
か
ら

み
る
な
ら
ば
、
行
政
裁
判
所
は
國
の
行
政
官
庁

の
監
督
上
の
決
定
に
対
し

三
つ
の
場
合
に
於
い
て
直
接
出
訴
さ
れ
る
こ
と
が
明
か
で

あ
る
.、
元
よ
り
こ
の
種

の
出
訴
手
續

は
稀
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
地
方
團
體

の
監
督
に
於
い
て
、
行
政
裁
判
所
が
直
接
的
に

占
め
る
地
位
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
叉

一
方
か
ら
云

へ
ば
、
地
方
制

の
立
法
者
が
行
政
裁
判
法
の
規
定
を
考
慮
し
て
、
行
政
裁
判
所

に
対
し

、
地
方
團
體

に
關
す
る
多
く
の
事
件
に
就
い
て
の
最
高

の
判
定
樺
を
與
え
、
こ
れ
に
依

つ
て
、
地
方
団
体

監
督
の
點
に
於

い

て
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
強
い
地
位
を
認
め
た
の
も
亦
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
を
實
際
に
就
い
て
み
れ
ば
、
地
方
事
件
に
關
す
る
行
政
裁
判
所

の
判
決
は
、
上
訴
に
対
し

て
下
さ
れ
る
の
み
あ
つ
て
、
そ
れ

は
地
方
團
龍
の
監
督
の
領
域
に
於
い
て
あ
ら
は
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
地
方
團
體

に
於
け
る
す
べ
て
の
事
件
、
殊
に

終
局

は
行
政
裁
判
所
に
出
訴
す
る
で
あ
ら
う
處

の
特
殊
訴
訟
事
件
に
就
い
て
は
、
地
方
團
體

の
監
督
問
題
が
関
係

し
て
ゐ
る
か
ら
で

あ
る
。
唯
々
、
監
督
官
庁

は
當
事
件
が
正
規

の
訴
訟
手
續

に
あ
る
限
り
、地
方
事
作
に
干
渉
す
る
こ
と
を
差
控

え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

若
し
訴
訟
に
依
つ
て
取
消
が
な
さ
れ
な
い
事
件
に
於
い
て
は
、
國

の
立
場
か
ら
云
つ
て
も
監
督
官
庁

が
自
ら
こ
れ
に
干
渉
す
べ

き
義

務
が
生
す
る
、

し
か
し
乍
ら
、

行
政
裁
判
所
が
、

既
に
、

一
度
法
律
事
件
に
判
決
を
與

へ
た
場
合
に
は
、
こ
の
種

の
判
決
は
経
験

上
か
ら
云

へ
ば
全
監
督
官
庁

に
対
し
権
威

的
特
質
を
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
種
の
判
決
は

一
般
的
に
云
へ
ば
、
行

政
裁
判
所
の
法
律
解
釈

に
合
致
し
、
特
殊
の
場
合
に
だ
け
こ
れ
と
背
致
す
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
こ
の
場
合

に
於
い
て
の
行
政
裁
判

所

の
す
べ
て
の
判
決
は
地
方
團
體

監
督
の
意
義
を
持
つ
に
至
る
。
元
來
、
監
督
官
庁

が
係
争
中
の
地
方
事
件

を
自
ら
の
発
議
で
処
理

●



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
五
六
)

二
六

し
て
も
或
は
裁
判
所
が
出
訴
に
基
い
て
こ
れ
を
処
理

し
て
も
聾
實
質
的
に
は
両
者

の
決
定
は
同
じ
効
果
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
從

つ

て
、
行
政
訴
訟
に
鵬
す
る
地
方
事
件
の
す
べ
て
の
判
決
は
間
接
的
に
は
地
方
團
體

の
監
督
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

地
方
団
体

の
監
督
に
於
け
る
行
政
裁
判
所
も
、
亦
そ
の
直
接
的
地
位
の
外
に
そ
の
闇
接
的
地
位
を
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
、
行
政
裁
判
所
の
直
接
的
地
位

地
方
團
體

の
監
督
に
於
け
る
行
政
裁
判
所
の
直
接
的
地
位
は
、
行
政
裁
判
所
が
國

の
官
庁

の

監
督
上
の
決
定
に
対
し

直
接
出
訴
さ
れ
得
る
こ
と
に
基
く
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
場
合
に
於

い
て

の
行
政
裁
判
所
は
上
訴
臆
と
し
て
直

接
に
地
方
團
體

監
督
の
審
級
順
序
に
位
す
る
わ
け
で
あ
る
。
行
政
裁
判
所

の
直
接
的
地
位
は
次
ぎ

の
三
つ
の
場
合
に
考
察
せ
ら
る
。

第

一
は
國

の
官
庁
が
當
該
磨
に
代

つ
て
委
任

の
活
動
範
囲

に
於
け
る
事
務
を
行
ふ
に
際
し
て
命
令
を
稜
し
た
場
合
に
、
當
該
命
令

が
地
方
団
体

に
於
い
て
は
自
己
の
固
有

の
活
動
範
囲

を
侵
害
し
た
と
す
る
場
合
、
若
く
は
、
國
の
官
庁
が
地
方
團
體

に
委
任
し
た
警

察
事
項
に
關
し
て
発
し

た
命
令
の
有
効
な
る
以
前
に
既
に
猫
豫
し
難

い
と
認
め
る
危
険
-ー

特
に
緊
急
1

の
必
要
の
た
め
に
補
充

行
爲
を
な
し
た
場
合
に
、
當
該
地
方
団
体

に
於

い
て
か
瓦
る
手
段
は
自
己
の
固
有
の
警
察
事
項
な
り
と
す
る
場
合
に
は
、
當
該
地
方

國
鰐
は
行
政
裁
判
所
に
対
し

取
消
の
訴
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
(地
方
制
第
百
七
十
五
條
)。

凡
そ
、
固
有
事
務
と
委
任
事
務
と
の
本
質
的
区
別

は
甚
だ
し
く
困
難
で
あ
つ
て
、
具
膿
的
場
合
に
、
行
政
裁
判
所
が
固
有
事
務
と

委
任
事
務
と
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
は
必
す
し
も
容
易
な
こ
と
で
な
い
。
從

つ
て
、
近
來
立
法
者

は
、
法
律

の
規
定
を
定
め
る
場
合

に
、
既
に
そ
の
取
扱
は
れ
る
べ
き
事
務
が
固
有
事
務
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
若
く
は
委
任
事
務
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
を

定
め
て
仕
舞
ふ
傾
向
で
あ
る
、
し
か
し
乍
ら
か
く
の
如
き
こ
と
は
無
制
限
に
行
は
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
が
故
に
、
固
有
事
務
と
委



任
事
務
と
の
匠
別
は
重
要
で
あ
つ
て
、
こ
の
點

に
於
い
て
の
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
地
方
制
第
百
七
十
五
條

に
依
り
特
殊

の
意
義
を

持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
際
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
固
有
事
務
と
委
任
事
務
と
の
区
別

の
問
題
を
解
決
す
る
の
任
務
を
持

つ
結
果
と
し
て
、
こ
の
種

の
判
決
が
多
く
な
れ
ば
な
る
程
、
實
際
的
に
釜

々
問
題
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
こ
と
が
大
で
あ
ら
う
、
そ
れ

は
唯

々
理
論
的
な
利
益

の
問
題
で
な
く
し
て
、
永
久
的
に
實
際
的
意
義
を
持

つ
問
題
で
あ
つ
て
、
實
に
、
國
と
地
方
團
愕
と
の
関
係

の

一
般
的
整
備
を
か
け
て
ゐ
る
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
地
方
団
体

は
委
任
事
務
を
取
扱
ふ
限
り
に
於
い
て
は
國
の
下
級
廃
と
し
て
活

動
し
、
且
下
級
廃
と
し
て
は

一
般
に
有
数
な
無
制
限
の
職
務
上
の
監
督
に
服
す
に
反
し
、
固
有
事
務
を
取
扱

ふ
限
り
に
於

い
て
は
、

一
定

の
範
囲
に
於
い
て
は
國

の
支
配
か
ら
自
由

の
活
動
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。

叉
、
第
百
七
十
五
條
に
依
れ
ば
、
行
政
裁
判
所

へ
の
出
訴
は
國

の
官
庁

の
命
令
に
対
し

不
服

の
訴
を
な
し
得
る
唯

一
の
方
法
で
あ

る
、
從

つ
て
、
.地
方
團
體

は
國
の
官
庁

に
依
る
命
令
が
固
有
事
務
に
關
す
る
限
り
そ
の
旨
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
委
任

事
務
に
關
し
て
は
全
然
國
の
権
力
範
幽
に
属
し
こ
れ
に
於
け
る
命
令
に
対
し

て
は
取
消
の
訴
は
存
在
し
な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
取
消

の
訴
は
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
依
れ
ば
主
観
的
公
権

の
殿
損
を
前
提
と
す
る
が
故
で
あ
る
、
從

つ
て
、
若
し
行
政
裁
判
所
が
、
常
該

命
令
の
獲
せ
ら
れ
た
事
務
は
固
有
事
務
で
あ
る
と
い
ふ
地
方
団
体

の
主
張
を
正
當
に
あ
ら
す
と
認
め
た
な
ら
ば
、
恰
も
地
方
團
體

の

主
張
が
な
か
つ
た
か
の
よ
う
に
、
訴
は
許
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
當
該
命
令
が
地
方
団
体

の
固
有

の
活
動
範
囲

を
侵
害
す

る
場
合
に
於
い
て
は
、
當
該
命
令
は
國

の
官
騰
の
無
権
限

の
故
に
、慶
棄
せ
ら
る
べ
く
、
こ
れ
に
反
し
、
當
該
命
冷
が
地
方
團
體

の
委

任

の
活
動
範
囲

に
鷹
す
る
場
合
に
於
、い
て
は
、
取
消

の
訴
は
主
槻
的
公
槽

の
.歓
如
の
故
に
拒
否
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
敦
れ
の
場
合

地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
五
七
)

二
七



地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

一
五
八
)

二
八

に
於
い
て
も
行
政
裁
判
所
は
唯

々
形
式
的
槍
討
を
な
す
に
止
ま

つ
て
實
質
的
内
容
に
及
ぶ
を
得
な

い
、
こ
の
點

に
於

い
て
地
方
制
第

百
七
十
五
條
に
依
る
行
政
裁
判
所
の
権
限

は
制
限
的
で
あ
る
。

第
二
は
、
委
任
事
務
処
理

の
責
任
あ
る
者
に
対
し

秩
序
維
持
の
必
要
上
課
し
た
る
張
制
罰
の
取
消
の
場
合

で
あ

つ
て
、
當
該
者
が

罰

の
執
行
を
不
服
と
す
る
に
於
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
に
対
し

直
接
取
消
の
訴
を
な
す
こ
と
が
出
來
る
(地
方
制
第
百
七
+
三
條
第

一
項

第
三
項
)
こ
の
場
合
に
於
い
て
も
亦
委
任
事
務
と
固
有
事
務
の
問
題
を
生
す
る
の
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
當
該
の
強
制
罰
は
、
若

し
雷
該
の
事
務
が
委
任
事
務
で
あ
る
な
ら
ば
正
當
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
若
し
固
有
事
務
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
政
裁
判
所
は
地
方

制
第
百
七
十
五
條
の
如
く
、
當
該
事
件
を
槍
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

第

三
は
、
國
の
官
融
が
猶
豫
し
難
い
と
認
め
る
危
険
に
際
し
て
當
該
議
決
磨
の
決
定
を
待
つ
こ
と
な
く
、
監
督
上
の
必
要
の
た
め

に
地
方
團
體

の
固
有
事
務
に
假
命
令
を
磯
し
た
る
場
合
に
、
當
該
地
方
團
罷
は
行
政
裁
判
所
に
対
し

取
清
の
訴
を
求
め
る
こ
と
が
出

の

來

る
の
で
あ
る
(地
方
制
第
百
七
十
二
條
第

一
項
第
三
項
)、
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
、
こ
の
種

の
取
消
の
訴
は
こ
れ
を
地
方
法
院
に
提
起

し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
敦
れ
に
し
て
も
、
こ
の
種
の
事
件
は
實
際
的
に
大
な
る
意
義
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。

二
、
行
政
裁
判
所
の
聞
接
的
地
位

地
方
団
体

の
監
督
に
於
け
る
行
政
裁
判
所
の
間
接
的
地
位
は
、
行
政
裁
判
所
が
多
激

の
地
方

事
件
に
於
い
て
最
高
の
決
定
を
下
す
こ
と
に
基
く
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
場
合

の
決
定
は
、
行
政
判
決
の
領
域

に
屡
す
る
と
共
に
同
時

に
又
地
方
団
体

の
監
督
の
領
域
に
あ
ら
は
れ
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
こ
の
場
合
に
於
い
て
も
亦
地
方
團
龍

の
監
督
と
判
決
と
の
匠
別

問
題
が
著
し
く
論
議
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
の
場
合
に
於

い
て
は
、
係
孚
の
地
方
事
件
と
行
政
裁
判
所
の
判
決
と
の



間
に
、
常
に
、
第

一
審

の
下
級
行
政
裁
判
所
の
判
決
か
若
く
は
抗
告
廉
…の
決
定
の
敦
れ
か
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

行
政
裁
判
所
は
下
級
審

の
裁
定
に
対
し

上
訴
聴
と
し
て
出
訴
さ
れ
る
に
止
ま
つ
て
、
行
政
裁
判
所
に
対
し
直
接
出
訴
さ
れ
る
こ
と
は

出
來
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
、
地
方
法
院

の
場
合
よ
り
も
、
行
政
判
決
と
地
方
團
體

監
督
と
の
差
異

の
認
識
を
甚
だ
し
く

困
難
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
行
政
判
決
と
地
方
団
体

監
督
と
の
差
異
は
、第

一
に
、
監
督
官
庁

は
自
ら
営
該
事
件
に
干
渉

す
る
稜
議
椹
を
持

つ
に
反
し
、
行
政
裁
判
所
は
唯

々
訴
の
提
起
に
依
つ
て
こ
れ
を
決
定
し
得
る
黙
、
第

二
に
、
監
督
官
庁

は
全
然
國

の
利
益
に
於
い
て
行
動
し
得
る
に
反
し
、
行
政
裁
判
所
は
出
訴
者

の
利
益
を
も
考
慮
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
黙
、
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
、
し
か
し
乍
ら
、
第
二
審
叉
は
第
三
審
に
於
い
て
、
行
政
裁
判
所
の
行
動
は
、
す
。へ
て
、
判
決
を
通
じ
て
あ
ら
は
れ
る

が
故
に
、
判
決
の
黙
に
於
い
て
、
行
政
判
決
と
地
方
團
龍
監
督
と
の
差
異
を
み
い
だ
す
こ
と
は
必
す
し
も
當

を
得
て
ゐ
な
い
。
何
と

な
れ
ば
、
行
政
裁
判
所

の
活
動
は
、
そ
の
法
律
的
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
常
に
地
方
團
體

監
督
と
い
・沁
黙
に
の
み
あ
る
の
で
な
い
か
ら

で
あ
る
。
唯

々
こ

の
場
合
に
於
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
の
地
方
団
体

監
督

の
地
位
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
が
故
に

こ
の
立
場
に
於
い
て
み
れ
ば
、
地
方
團
龍
監
督

の
範
囲
に
旛
す
る
も
の
と
、
行
政
判
決
の
範
囲
に
旛
す
る
も
の
と
の
差
異
を
明
か
に

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
上
訴
に
於
い
て
の
判
決
は
常
に
前
審

の
判
決
と
同
様
な
範
幽
に
属
す
る
か
故
に
、
こ

の

黙
に
於
い
て
そ
の
差
異
を
み
い
だ
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

從

つ
て
、

地
方
團
體

監
督
に
於
け
る
行
政
裁
判
所
の
問
接
的
地
位
を
み

る
に
は
、
行
政
裁
判
所
が
行
政
判
決
の
範
囲
に
属
す
る
第

一
審
的
判
決
に
対
し

出
訴
さ
れ
た
場
合
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
乍
ら
、
そ
れ
は
地
方
團
體

の
監
督
に
対
し

て
は
、
地
方
団
体

の
監
督
に
於
け
る
と
同
様
な
法
律
問
題
が
お
こ
り
且
叉
そ
の
判
決
の

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
五
九
)

二
九



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

一
六
〇
)

三
〇

致
果
は
監
督
手
續

に
於
け
る
裁
定
と
同
様
な
効
果

を
持
つ
関
係
に
立

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
場
合
の
う
ち
地
方
制
第
八
十
五
條
の
場
合
が
重
要
な
も
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
規
定
に
依

つ
て
、
行
政
裁
判
所
は

地
方
會
の
す
べ
て
の
議
決
に
対
し

て
違
法
を
理
由
と
し
て
出
訴
さ
れ
る
可
能
性
が
存
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、

こ
の
規
定
を
通
じ
行
政

裁
判
所
は
地
方
團
體

の
生
活
に
於
い
て
遙
か
に
高

い
一
般
的
地
位
を
持

つ
こ
と
が
出
來
る
、
即
ち
、
地
方
制
第
八
十
五
條
の
手
續

に

依
る
行
政
裁
判
所
の
す
べ
て
の
判
決
が
行
政
判
決
に
屡
す
る
こ
と
は
何
等
の
疑
間
を
存
し
な
い
が
、
地
方
會

の
議
決
が
適
法
な
り
や

を
槍
討
す
る
こ
と
は
同
時
に
地
方
團
體

を
監
督
す
べ
き
當
該
監
督
官
庁

の
任
務
で
あ
る
の
で
あ
る
、
特
に
地
方
會
議
に
依
る
異
議

の

訴
が
未
だ
提
出
さ
れ
て
ゐ
な
い
場
合
は
監
督
官
庁

は
違
法
の
議
決
を
自
ら
進
ん
で
取
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
何
と
な
れ
ば
、
か

く
の
如
き
違
法
議
決
の
存
在
す
る
こ
と
は
國
家

の
利
益
を
侵
害
す
る
か
ら
で
あ
る
、
叉
、
理
論
的
に
云

へ
ば
、
か
く
の
如
き
地
方
會

の
議
…決
に
就
い
て
は
地
方
制
第
八
十
五
條
の
外
に
第
百
七
十
二
條
に
於
い
て
も
出
訴
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
行
政
官
憾
は
同

一
事
件

に
關
し
行
政
裁
判
所
に
対
し
出
訴
の
手
續
が
と
ら
れ
る
限
り
そ
の
決
定
を
差
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
原
則
を
監
督
官
庁

は

一
般

的
に
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
叉
、
行
政
裁
判
所
は
第
八
十
五
條
の
手
續

に
依

つ
て
特
に
屡
地
方
會

と
地
方
会
議

と
の
権
限

争
議
の
決
定
の
た
め
に
出
訴
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
地
方
制
が
爾
機
關
の
関
係
を
不
明
瞭
に
規
定
し
た
た
め
で
あ
る
、

一
方

地
方
倉
議
は
第
八
十
五
條
に
依

つ
て
、
そ
の
権
限
範
囲

の
事
項
に
於
い
て
地
方
愈
の
侵
害
に
対
し
自
ら
を
防
衛
す
べ
き
適
當
な
手
續

を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
、
即
ち
、
地
方
會
議
は
地
方
團
體

の
委
任
事
務
及
び
當
面
の
事
務
に
關
し
完
全
な
権
限

を
持
つ
が
故

に
、
地
方

含
が
特
別
の
法
律
上
の
授
権

な
し
に
委
任
事
務
及
び
當
面
の
事
務
を
自
已
の
構
限
と
し
て
こ
れ
に
關
す
る
議
決
を
な
す
こ
と
は
法
律



違
反
で
あ
る
、
從

つ
て
、
爾
機
關
即
ち
地
方
愈
と
地
方
會
議
と
の
権
限
争
議
が
激
化
し
た
場
合
に
於

い
て
は
、
行
政
裁
判
所
は
第
八

十
五
條
に
依
り
こ
れ
を
決
定
す
べ
き
地
位
に
屡

々
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

叉
、
行
政
裁
判
所
は
別
に
地
方
制
第
九
十
五
條
に
依
り
地
方
會
議
と
地
方
會
議

々
長
と
の
闇

の
争
議
を
決
定
す
る
の
地
位
に
置
か

れ
て
ゐ
る
、
こ
れ
に
依
れ
ば
、地
方
會
議
が
委
員
會
的
組
織
を
も
つ
地
方
團
罷
に
於
い
て
は
、
地
方
會
議

々
長
は
地
方
魯
議

の
す
べ
て

の
議
決
の
適
法
な
り
や
否
や
に
対
し

て
責
任
を
負
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
從

つ
て
、
地
方
會
議

々
長
は
地
方
会
議

の
議
決
を
違
法
と

認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
再
議
に
附
す
る
よ
う
こ
れ
に
対
し
異
議

の
申
立
を
な
す
の
義
務
を
持
つ
て
ゐ
る
、
こ
の
場
合
に
、
地
方

會
議
が
依
然
と
し
て
最
初
の
議
決
を
繰
返
す
時
は
地
方
会
議

々
長
は

一
ケ
月
以
内
に
下
級
行
政
裁
判
所
に
こ
れ
が
廣
棄
を
訴

へ
る
こ

と
を
得
べ
く
、
更
に
行
政
裁
判
所
に
対
し

て
も
出
訴
す
る
こ
と
を
得
る
が
、
し
か
し
乍
ら
地
方
會
議
内
の
争

議
が
行
政
裁
判
所
に
提

起
さ
れ
る
こ
と
は
實
際
上
殆
ど
あ
り
得
な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
第

一
に
、
か
く
の
如
き
争
議
は
地
方
會
議
が
委
員
會
的
組
織
を
も
つ

地
方
團
儂
に
の
み
行
は
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
從
つ
て
地
方
會
議

の
議
決
は
衆
智
を
書
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、
地
方
魯
議

の
内
部
的
対
立

は
寧
ろ
極
め
て
軍
純
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

更
に
、
行
政
裁
判
所
が
地
方
制
に
依

つ
て
地
方
事
件
に
…關
す
る
最
高

の
決
定
を
な
す
他

の
場
合
は
、
本
質
的

に
す
・へ
て
特
殊
的
性

質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
(行
政
裁
判
法
第
六
十
二
條
、
第
七
十
三
條
、
地
方
剃
第
二
十
八
條
、
第
二
十
條
、
第
三
十

一
條
、
第
二
十
五
條
、
第
六
十

四
條
)、
こ
れ
ら
の
場
合
は
唯
々
特
定
の
地
方
事
件
だ
け
で
あ

つ
て
、
直
ち
に
法
律
違
反
の
問
題
に
關
す
る
の
で
な
く
し
て
唯

々
特
定

の
法
律
問
題
に
關
す
る
孚
ひ
に
關
し
て
ビ
あ
る
。

地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
智
ハ田
)

(第
一六
春

聴弟
一
號

一
六

一
)

三
一



地
方
團
體

の
監
督

に
於

け
る
地
方
法
院

(
宇
賀

田
)

(
第
六
巷

第

一
號

一
六

二
)

三

二

し
か
し
乍
ら
叉
行
政
裁
判
所
は

一
般
規
定
(行
政
裁
判
法
第
七
十
三
條
)
に
依

つ
て
地
方
磨

の
行
政
行
爲
に
対
し

訴
訟
を
提
起
さ
れ
る

場
合
に
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
、
地
方
團
體

の
監
督
の
範
囲
に
於
け
る
と
同
様

の
法
律
問
題
が

あ
ら
は
れ
る
が
故
に
、
地
方
団
体

監
督
に
於
け
る
行
政
裁
判
所
の
地
位
を
み
る
に
は
こ
れ
に
燭
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
即
ち
こ

の
場
合
は
、
第

一
は
、
地
方
魯

の
行
政
行
爲
に
対
し
行
政
裁
判
所
に
出
訴
さ
れ
る
場
合
、
第
二
は
、
地
方
會

議
の
行
政
行
爲
に
対
し

行
政
裁
判
所
に
出
訴
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
、
た
ビ
前
者

の
場
合
は
極
め
て
例
外
的
で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
、
地
方
團
體

の
行
政
行
爲

は
そ
の
執
行
機
關
た
る
地
方
魯
議
に
依
り
行
は
れ
る
の
が
通
則
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
從

つ
て
後
者
の
場
合
に
於

い
て
は
、
行
政
訴

訟
が
な
さ
れ
る
可
能
性
は
充
分
に
存
在
し
、
原
則
的
に
云

へ
ば
、
地
方
會
議
に
依
る
行
政
行
爲

の
数
と
同
じ
く
多
数
で
あ
る
わ
け
で

あ
る
。

こ
れ
を
通
じ
て
み
れ
ば
、
行
政
裁
判
所
が
地
方
団
体

の
監
督
に
於

い
て
占
め
る
地
位
は
極
め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
こ
の
窯
に
於
い
て
更
に
行
政
裁
判
所
と
地
方
法
院
と
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
こ
」
に
、
地
方
法
院
が
地
方
團
龍
監
督
に
於

い
て
最
も
重
要
な
任
務
を
持
つ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

G
ehm
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., K

om
m
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echt. 1933. S. 20 ff. R
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., D
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eindekam
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O
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eindeaufsicht. 1932. S. 1 ff. W
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1925. H
eft 2. 1926. S. 5 ff.
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O
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hi ringen. 1933. S. 37 ff.
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就
中
、
地

方
法
院

と
獨
逸

帝
國
裁
判

所
と
の
構
成
比
較

は
極

め

て

興
味

深

い
も

の
で

あ

る

が

、
こ
の
點

に
就

い
て

は
、

林

田
助
…教
授

論
L
法
政
研
究
、
第
五
巻
第

二
號
特

に
、
七

一

頁

以

下
。

チ

ュ
ー
リ

ン
ゲ

ン
地
方
制

は

ザ
ク

セ
ン
地
方
制

に
於
け

る
よ
り
も
遙
か
に
進

歩
的
意
義
を
持

つ
結
果
と
し

て
、
そ
の

地
方
團
體

監
督

の
た

め
の
地
方
法
院
も
ザ
ク

セ
ン
地
方
制

に
於
け
る
と
異

つ
た
内
容

を
持

っ
て
ゐ

る

行
政
裁
判

所

の
地
方
団
体

監
督
に
於

け
る
地
位

に
就

い
て
は
、
特

に
、
美
濃
部
博

士
「
行
政
裁

判
法
」
一
八
七
頁
以
下
、

そ
こ
に
於

い
て
は
、
日

本

の
行
政
裁

判
所

が
地
方
團
農
監
督

に
關
し

て
は
特
殊

の
任
務
を
持

つ
て
ゐ
る

こ
と
が
充
分
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

拙
稿
「
自
治

の
要
素

に
就

い
て
」
法
政
研
究
、
第

五
巻
、
第

一
號

、
三
六
頁

以
下
。

地
方
團
體

の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

戸
宇
賀

田
)

(
第
六
巻

第

一
號

一
六

三
)

三

三

R
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地
方
團
盤
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

↓
號

一
六
四
)

三
四

三

一
九

二
三
年
ザ
ク
セ
ン
地
方
制
は
、
こ
瓦
に
地
方
團
體

監
督

の
た
め
に
、
二
つ
の
裁
判
的
機
關
即
ち
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と

の
存
在
を
認
め
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
両
者

の
関
係
に
就
い
て
み
れ
ば
地
方
法
院
は
地
方
団
体

監
督
に
於
け
る
訴
訟
に
就

い
て
固
有
的
直
接
的
機
關
と
し
て
存
在
す
る
に
反
し
、
行
政
裁
判
所
は
本
質
的
間
接
的
機
關
と
し
て
存
在
す

る
の
で
あ
る
。

先
づ
両
者

の
組
織
的
関
係

か
ら
み
れ
ば
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
は
上
下
の
関
係
を
持

つ
て
ゐ
な
い
。
即
ち
、
両
者

共
に
、

完
全
に
独
立

し
、
別
個

の
手
續
に
依
つ
て
最
高
裁
判
を
司
る
機
關
で
あ
り
、
從

つ
て
、
叉

一
つ
の
判
決
に
対
し
、
他
に
於

い
て
出
訴

さ
れ
る
と
い
ふ
関
係

で
も
な
い
。
叉
両
者

の
活
動
旺
域

の
黙
か
ら
み
れ
ば
、
議
決
臆
の
監
督
上
の
決
定
に
就

い
て
は
地
方
法
院
の
み

が
こ
れ
を
単
独

に
決
定
す
る
に
反
し
、
國

の
官
庁

の
監
督
上

の
決
定
に
就

い
て
は
當
該
決
定
が
地
方
團
體

の
固
有
の
活
動
範
囲

を
侵

害
す
る
限
り
行
政
裁
判
所
が
こ
れ
を
決
定
す
る
と
共
に
、
叉
第

一
審

の
下
級
行
政
裁
判
所
及
び
抗
告
憾
の
す
べ
て
の
決
定
に
対
し

て

も
亦
行
政
裁
判
所
は
地
方
法
院
か
ら
独
立

し
て
決
定
す
る
。
し
か
し
乍
ら
両
者

は
地
方
行
政
の
法
律
問
題
に
就
い
て
は
裁
決
機
關
と

し
て
こ
れ
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
故
に
、
そ
の
限
度
に
於

い
て
は
全
然
無
関
係

な
存
在
に
な
る
。
即
ち
同

一
の
法
律
問
題

に
關
し
て
は
両
者

の
う
ち
敦
れ
の

一
方
か
が
こ
れ
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
関
係
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
從

つ
て
、
こ
曳
に
地
方

法
院
と
行
政
裁
判
所
と
は
相
互
的
関
係

に
於
か
れ
て
ゐ
る
と
み
て
差
支
え
な

い
。

い
は
ビ
両
者
は
地
方
団
体

監
督
に
於
け
る
裁
判
機

關
に
於

い
て
競
合
的
存
在
を
な
す
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
Q

元
よ
り
、

こ
の
競
合
的
関
係

は
、

地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
が

法
律
問
題
を
判
定
す
る
場
合
に
の
み

存
在
す
る
の
で
あ
る
、



從

つ
て
、こ
の
関
係
は
地
方
法
院
か
公
釜
問
題
に
就

い
て
廣
汎
な
権
限

を
有
す
る
以
上
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
て
ゐ
る
。
公
釜

問
題
に
就

い
て
は
、
行
政
裁
判
所
は
何
等
椎
限
を
持
つ
て
ゐ
な
い
が
、
所
謂
公
谷
問
題
か
法
律

の
規
定
に
依

つ
て
法
律
問
題
化
さ
れ

た
場
合
に
於
、い
て
、
若
干
の
疑
問
の
鮎
が
あ
る
、
が
し
か
し
乍
ら
、
こ
れ
を
理
論
的
に
云

へ
ば
、
地
方
法
院
設
置
の
黙
か
ら
こ
れ
を

み
る
も
、
行
政
裁
判
所
は
す
。へ
て
の
場
合
に
於
、い
て
純
粋
に
法
律
問
題
の
み
を
取
扱
ひ
地
方
行
政
の
公
釜
問
題

は
こ
れ
を
取
扱
は
な

い
と
す
。へ
き
で
あ
る
。
從
つ
て
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
競
合
的
存
在
は
唯
々
法
律
問
題
に
關
し
て

の
み
考

へ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
.
が
こ
の
種
の
競
合
的
関
係

の
存
在
す
る
こ
と
は
必
す
し
も
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院
と
行
政
裁

判
所
と
が
同
様
な
法
律
問
題
に
關
し
て
判
定
を
な
す
場
合
に
は
、
そ
の
法
律
的
解
釈

に
於
い
て
相
互
に
差
異
を
生
す
る
可
能
性
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
且
又
、
か
く
の
如
き
こ
と
に
依
つ
て
、
地
方
行
政
に
於
い
て
も
亦
國
家
行
政
に
於

い
て
も
悲
し
む
べ
き
法
の
不
安

及
び
法
の
混
乱

の
危
険
を
生
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
唯
々
両
者

の
思
慮
あ
る
態
度
に
依
つ
て
、
法
の
不
安

の
程
度
を
出
來
得
る
限

り
低
下
せ
し
め
る
こ
と
は
出
來
る
。

そ
こ
で
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
競
合
的
存
在

の
問
題
を
匠
分
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
を

一
般
的
競
合

と
特
別
的
競
合
と
に

②

す
る
こ
と
が
出
來
る
。
前
者
は
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
が
個
々
の
場
合
に
於

い
て
の
具
膿
的
事
實
に
關

せ
す
し
て
、
同
様
な

法
律
問
題
に
就
い
て
判
定
を
下
す
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
、
地
方
団
体

の
異
る
に
從
ひ
、
又
そ

の
時
代

の
異
る
に
從

つ
て
、
各
種

の
争
議
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
後
者
は
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
が
唯

々
同
様
な
法
律
問
題
ば

か
り
で
な
く
、
同
時
に
、
同
様
な
地
方
事
件
に
就

い
て
判
定
を
下
す
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
地
方
團
體

内
部
に
於
け

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
六
五
)

三
五



地
方
團
盤
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第
一
號

一
六
六
)

三
六

る
同
様
な
事
件
に
同
様
な
法
律
問
題
が
根
ざ
す
の
で
あ
る
。
從

つ
て
後
者

の
場
合

の
方
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
同

一
事
件
に
於
い

て
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
が
判
定
を
下
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
と
云

へ
ば
、
即
ち
、
両
者

の
競
合
的
権
限
が
存
在
す
る
で
あ

ら
う
か
と
云
へ
ば
、
こ
れ
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院
が
地
方
事
件
の
判
定
に
就

い
て
権
限

を
有
す

る
す
。へ
て
の
場
合
に
そ
の
権
限

は
全
然
排
他
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又

一
方
、
行
政
裁
判
所
が
決
定
の
た
め
に
出
訴
さ
れ
る
場
合

に
は
、
地
方
法
院
の
競
合
的
権
限
は
排
除
さ
れ
て
ゐ
る
。

然
し
乍
ら
、
こ
曳
に
手
續

上
の
競
合
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
同

一
地
方
事
件
が
地
方
法
院

へ
の
手
續

に
於
い
て
(監
督
上
の
手
續

〉

及
び
行
政
裁
判
所

へ
の
手
續
に
於
い
て
(
判
決
上
の
手
續
)
そ
の
決
定
に
附
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
手
續

上
の
競
合
は
、
八
つ
の

場
合
を
数

へ
ら
れ
る
。
即
ち
、
第

一
は
地
方
制
第
百
七
十
二
條
及
び
第
八
十
五
條
に
依
る
場
合
、
第

二
は
同
第

八
十
五
條
及
び
第
七

條

に
依
る
場
合
、
第
三
は
同
第
八
十
五
條
及
び
第
三
十
四
條
に
依
る
場
合
、
第
四
は
同
第
八
十
五
條
及
び
第
八
十
六
條
に
依
る
場
合

第
五
は
同
第
七
條
及
び
行
政
裁
判
法
第
七
十
三
條
と
組
織
法
第

三
十

一
條
と
の
結
合
に
依
る
場
合
、
第
六
は
地
方
制
第
三
十
四
條
及

び
行
政
裁
判
法
第
七
十
三
條
と
組
織
法
第
三
十

丁
條
の
結
合
に
依
る
場
合
、
第
七
は
行
政
裁
判
法
第
七
十
三
條

及
び
組
織
法
第
三
十

一
條
と
地
方
制
第
百
七
十
二
條

の
結
合
に
依
る
場
合
、
第
八
は
軍
純
な
抗
告
と
國
の
監
督
上
の
抗
告
と
の
平
行
す
る
場
合
で
あ
る
。

更
に
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
一
種
の
消
極
的
権
限

争
議
の
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
同

一
事
件
に
就
い
て
両
者

が
無

権
限

の
故
に
實
質
的
決
定
を
拒
否
す
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
れ
ば
、
法
律
問
題
の
相
似
性
の
み
を
前
提
條
件
と
す
る

一
般
的
競
合
に
於

い
て
は
、
地
方
団
体

の
生
活
に
於

軸



け
る
法
律
問
題
を
悉
く
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
に
提
起
し
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
叉
理
論
的
に
云

へ
ば
、
特
別
的
競
合
に

於

い
て
も
、
地
方
團
體

に
關
す
る
事
件
を
悉
く
地
方
法
院
及
び
行
政
裁
判
所
の
決
定
に
依
ら
し
め
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

し
か
し
乍
ら
、
こ
の
よ
う
な
法
律
状
態

で
は
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
関
係
が
極
め
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ

と
は
出
來
な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
二
つ
の
異
つ
た
裁
決
機
關
が
同
様
の
法
律
問
題
に
就
い
て
決
定
を
な
す
場
合

に
於

い
て
は
異

つ
た

決
定
を
下
す
危
険

が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
経
験
上
考

へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
種

の
危
険
は
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所

と
の
よ
う
な
最
高
の
裁
決
機
關
の
場
合
に
あ

つ
て
は
特
に
重
大
な
結
果
を
示
す
に
至
る
の
で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
、

一
般
に
下
級
機

關
は
こ
れ
を
模
倣
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
叉
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
が

一
致
し
た
意
見
に
到
達
し
な
い
場
合
に
は

下
級
機
關
も
亦
地
方
團
燧
自
身
も
そ
の
指
導
を
失
ふ
に
至
る
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
職
に
於

い
て
は
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と

の
組
織
が
完
全
に
異
る
場
合
、
就
中
地
方
法
院
が
主
と
し
て
法
律
の
素
人
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
於
い
て
は
、
異

つ
た
決
定
を

下
す
危
険

は
釜
々
大
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
從

つ
て
、
理
論
的
に
の
み
云
へ
ば
、
ザ
ク
セ
ン
地
方
制
が
施
行
さ
れ
て
以

來
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
並
置
は
ザ
ク
セ
ン
地
方
生
活
に
於

い
て
法
の
不
安
と
法
の
混
飢
と
が
著
し
く
な

つ
て
來
九
と
考

へ

得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
實
際
的
に
こ
れ
を
云

へ
ば
、
實
際

の
事
情
は
か
く
の
如
き
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、

即
ち
、
從
來
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
判
決
に
し
て
公
に
さ
れ
た
も
の
」
う
ち
唯
僅
か
に
五
つ
の
場
合

に
於

い
て
の
み
同
様
の

法
律
問
題
に
就
い
て
異

つ
た
決
定
が
下
さ
れ
た
に
止
つ
て
ゐ
る
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
、
そ
の
五
つ
の
場
合
の
う
ち
三
つ
の

③

場
合
に
於
い
て
は
既
に
地
方
法
院
が
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
同
意
し
た
と
い
ふ
結
果
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
、
從

つ
て
、
地
方
法

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
六
七
)

三
七



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巻

第

一
號

一
六
八
)

三
八

院
と
行
政
裁
判
所
と
が
相
五
の
判
決
を
下
す
に
際
し
て
、
最
も
深
く
了
解
し
合

つ
て
、
且
競
合
に
於
け
る
よ
う
な
危
険

を
排
除
し
得

べ
き
特
定
の
原
則
に
留
意
し
た
な
ら
ば
、
地
方
法
院
設
置
の
目
的
を
充
分
に
達
成
し
得
る
の
で
あ
る
。

の

し
か
ら
ば
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
競
合
に
於
け
る
危
険

を
排
除
し
得
べ
き
原
則
と
は
何
で
あ
る
か
、
こ
れ
を

一
般
的
競

合

の
場
合
と
特
別
的
競
合

の
場
合
と
に
分
つ
て
み
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

第

一
に
、

一
般
的
競
合

の
場
合
に
於

い
て
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
が
矛
盾
し
た
決
定
を
な
す
危
険

を
排
除
し
得
べ
き
原
則

は
次
ぎ
の
四
つ
で
あ
る
。
元
よ
り
こ
の
原
則
は
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
が
同
様
の
法
律
問
題
を
同
時
に
若
く
は
引
績

い
て
判

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
に
依

つ
て
異
り
、
叉
判
定
が
引
績

い
て
行
は
れ
る
場
合
に
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
の
う
ち
敦
れ

が
先
き
に
同
様
な
法
律
問
題
を
判
定
し
た
か
に
懸
る
所
が
甚
だ
多

い
の
で
あ
る
。

イ
、
地
方
法
院
が
、
同
様
の
法
律
問
題
が
同
時
に
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
求
む
る
た
め
に
手
續

き
さ
れ
て

ゐ
る
こ
と
を
認
め
た
場

合
に
は
、
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
下
る
迄
、
自
ら
の
判
定
を
延
期
す
べ
き
こ
と
、

一
般
に
地
方
法
院
の
決
定

は
行
政
裁
判
所
の
判
決

に

一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
乍
ら
、

一
般
的
競
合
に
於

い
て
は
、
唯

々
箪
に
法
律
問
題
が
同

一
で
あ

る
と
い
ふ
の
で
な
く
寧

ろ
法
律
問
題

の
根
底
を
な
す
虚

の
事
實
が
同

一
で
あ
る
と
い
ふ
場
合
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
地
方
法
院
は
同

一
事
件
が

同
時
に
行
政
裁
判
所
に
係
馬
中
で
あ
る
こ
と
を
唯

々
適
切
に
ー
し
か
し
極
め
て
稀
な
場
合
で
あ
る
が
1
認
め
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
。

從

つ
て
、
こ
の
原
則
の
適
用
の
た
め
の
必
要
な
前
提
條
件
は
唯

々
稀
に
し
か
與

へ
ら
れ
て
ゐ
な

い
。

ロ
、
地
方
法
院
が
既
に
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
下
さ
れ
て
ゐ
る
法
律
問
題
に
判
定
を
與

へ
る
場
合
に
は
、
地
方
法
院
は
規
則
的
に



行
政
裁
判
所
の
法
律
解
釈

に
適
合
す
る
こ
と
、

一
般
に
行
政
裁
判
所
の
固
定
的
な
判
例
に
關
す
る
か
若
く
は
特
定
的
に
引
用
さ
れ
た

判
決
に
關
す
る
場
合
に
於
い
て
は
、
地
方
法
院
は
行
政
裁
判
所
の
見
解
と

一
致
し
た
る
旨
を
明
か
に
す
べ
き

で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の

場
合
に
於
い
て
は
、
地
方
法
院
が
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
了
解
す
る
こ
と
を
以
て
前
提
條
件
と
す
る
が
こ
の
こ
と
は
敢
て
困
難
な
こ

と
で
な
い
、
更
に
、
地
方
制
に
於
い
て
行
政
裁
判
所
の
権
限
が
損
大
さ
れ
る
に
件
ひ
、
釜
々
、
行
政
裁
判
所
が
地
方
團
體

の
法
律
問

題
に
就

い
て
判
定
を
下
す
可
能
性
が
多
く
な
る
が
故
に
、
地
方
法
院
か
行
政
判
決
に
留
意
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
、
こ
れ

を
實
際
に
就

い
て
み
る
も
、
地
方
制

の
施
行
以
來
地
方
団
体

の
法
律
問
題

の
す
べ
て
は
殆
ど
行
政
裁
判
所

に
提
起
さ
れ
た
状
態

で
あ

る
が
故
に
、
行
政
判
決
は
地
方
制
施
行
以
來
の
も
の
と
難
も
猫
留
意
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
そ
、
地
方
法
院
は
實
際
上

何
を
な
し
て
ゐ
る
か
を
反
省
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

ハ
、
地
方
法
院
が
後
日
行
政
裁
判
所
に
提
剋
せ
ら
れ
る
法
律
問
題
を
最
初
に
判
定
し
た
場
合
に
於

い
て
は
、
行
政
裁
判
所
は
同
時

に
地
方
法
院
の
法
律
解
釈

に
適
合
す
る
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
、
し
か
し
乍
ら
、
行
政
裁
判
所
が
こ
の
原
則
を
貫
く
こ
と
は
、
@

の

地
方
法
院
の
場
合
に
於
け
る
と
同
様
に
可
能
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
地
方
法
院

が
行
政
判
裁
所
に
依
侑

し
な

い
場
合
に
は
そ
の
法
律
非
専
門
家
的
組
織
に
依
つ
て
誤
判
葱
な
す
處
が
充
分
あ
る
に
反
し
、
行
政
裁
判
所
が
唯
々
地
方
法
院
と

の
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
地
方
法
院
の
誤
判
に
適
合
す
べ
し
と
云
ふ
こ
と
は
到
底
是
認
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
寧
ろ
、
法
の
正
當

な
る
適
用
を
守
る
こ
と
こ
そ
行
政
裁
判
所

の
主
要
任
務
で
あ

つ
て
、
叉
、
地
方
法
院
の
側
か
ら
云

へ
ば
、
地
方
法
院
が
行
政
判
決
と

相
反
し
て
解
澤
を
と
る
場
合
に
は
後
日
こ
れ
を
変
更

し
て
以
て
行
政
判
決
に
適
合
せ
し
め
る
こ
と
は
地
方
法
院
の
任
務
で
な
け
れ
ば

地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
六
九
)

三
九



地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

ハ第
六
巻

第

一
號

一
七
〇
)

四
〇

な
ら
ぬ
。
叉
、
こ
れ
を
實
際
に
就

い
て
云
ふ
も
、
地
方
法
院
は
多
く
の
場
合
既
に
適
合
し
う
べ
き
行
政
判
決
を
み
い
だ
す
が
故
に
、

地
方
法
院
が
先
づ
最
初
に
法
律
問
題
を
判
定
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
叉
、
誤
判
に
就
い
て
い
ふ
も
、
地
方
法
院
は
法
律
の
規
定
か

ら
直
ち
に
判
定
し
得
ら
れ
ぬ
よ
う
な
場
合
を
考
慮
し
て
、
先
づ
地
方
法
院
の
議
長
を
し
て
法
律
的
に
素
養
あ
る
官
吏
た
ら
し
め
る
こ

と
に
依

つ
て
、
豫
め
、
地
方
法
院

の
誤
れ
る
決
定
を
最
少
限
度
に
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
行
政
裁
判
所
は
出
來
得
る
限
り
地
方
法
院
の
法
律
解
釈

に
適
合
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
愼
重
な
計
書
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
、
行

政
裁
判
所
が
地
方
法
院
と
異
る
よ
う
な
法
律
解
釈

を
持

つ
場
合
に
於
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
は
地
方
法
院

の
事
實
的
基
礎
を
槍
討
す

る
こ
と
に
依

つ
て
、
地
方
法
院

の
決
定
は
寧
ろ
、
全
く
他
の
事
件
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
各
種

の
行

政
判
決
か
ら
考

へ
ら
れ
る
。
即
ち
、
地
方
法
院
は
行
政
裁
判
所
に
提
起
せ
ら
る
べ
き
事
件
に
就
い
て
は
こ
れ
に
決
定
を
下
さ
な
か
つ

た
こ
と
、
從

つ
て
、
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
地
方
法
院
の
決
定
と
矛
盾
を
來
さ
な
か
つ
た
こ
と
に
就
い
て
、
愼

重
な
調
査
の
基
礎
に

立

つ
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
又
、

一
方
、
同
様
な
場
合
に
於

い
て
、
行
政
裁
判
所
は
恰
も
地
方
法
院
が
行
政
裁
判
所
内
の

一
院

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
決
定
を
処
理

す
る
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
行
政
裁
判
所
の
地
方
法
院
に
対
す

る
態
度
こ
そ
す
。へ
て

の
場
合
に
安
嘗
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
共
に
、
か
く
し
て
こ
そ
、
法
律
の
規
定
か
ら
生
す
る
危
険

を
可
及
的
に
制
限
す
る
の
努
力
が
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
o

こ
れ
ら
の
原
則
は
、
す
べ
て
實
際
上
の
運
用
の
黙
に
の
み
懸

つ
て
、
何
等
の
法
律
的
基
礎
も
亦
慣
習
的
基
礎
も
持
つ
て
ゐ
な
い
。

從

つ
て
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
は
い
か
な
る
場
合
に
於
て
も
こ
れ
ら
の
原
則
と
異
り
得
る
の
で
あ
る
。



第
二
に
、
特
別
的
競
合
の
場
合
に
於
い
て
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
が
矛
盾
し
て
決
定
を
な
す
危
険

を
排
除
し
得
べ
き
原
則

は
本
質
的
に
云

へ
ば
、

一
般
的
競
合
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
特
別
的
競
合

の
場
合
に
於
い
て
は
、
地
方
法
院
と
行
政

裁
判
所
と
の
決
定
が
軍
に
同
様
な
法
律
問
題
に
關
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
同

一
地
方
事
作
に
關
す
る
が
故
に
、
特
別
的
競
合

の
場
合

の
原
則
は

一
般
的
競
合

の
場
合
よ
り
も

一
暦
鏡

い
且
特
殊
な
も
の
を
持

つ
て
ゐ
る
。
特
別
的
競
合
の
場
合
の
原
則
は
次
ぎ
の
如
き
も

の
で
あ
る
。

イ
、
地
方
制
第
八
十
五
條
及
び
第
百
七
十
二
條
に
依

つ
て
手
續

上
の
競
合
に
關
す
る
場
合
、
更
に
こ
れ
を
細
分
す
れ
ば
三
つ
の
場

合
が
認
め
ら
れ
る
。

m
冒

地
方
制
第
八
十
五
條
及
び
第
七
十
二
條
に
依

つ
て
手
續

が
同
時
に
最
終
審
ま
で
磯
展
す
る
場
合
、
こ
の
場
合
に
は
、
地
方
法

院
は
行
政
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
ま
で
そ
の
手
續

を
延
期
し
て
以
て
、
行
政
裁
判
所
に
適
合
す
る
。

の

議
決
寵
か
命
令
を
発
し

た
場
合
、
1
訴
訟
手
續

が
と
ら
れ
る
前
に
は
、
地
方
法
院

は
當
該
訴
訟
手
續

の
完
了
す
る
ま
で
手
續

を
延
期
す
る
。
∬
訴
訟
手
續

が
既
に
繋
馬
し
た
後
に
は
、
地
方
法
院
が
不
確
定

の
裁
判
手
續

を
先
取
す
る
こ
と
は

　
般
行
政
原
則
に

從

つ
て
避
け
る
。へ
き
で
あ
る
が
故
に
、
當
該
命
令
を
直
ち
に
慶
棄
す
る
。
若
く
は
、
σり
に
從

つ
て
手
續

を
延
期
す
る
。
皿
訴
訟
手
續

が
既
に
完
了
し
、
地
方
愈

の
議
決
の
是
正
が
終
了
し
た
後
に
は
、
地
方
法
院
は
自
山
な
見
地
に
擦
つ
て
直
ち
に
行
政
裁
判
所
の
意
見

に
適
合
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

㈲

議
決
総
が
監
督
上
の
抗
告
を
却
下
し
た
場
合

-
訴
訟
手
續

が
と
ら
れ
る
前
に
は
、
m
冒の
場
合
と
同
様

に
そ
の
手
續
を
延
期

地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

'第
六
巻

第

一
號

一
七

一
)

四
一
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(宇
賀
田
)
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巻
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一
號

一
七
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)
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す
る
。
『
訴
訟
手
續

が
既
に
繋
属
し
た
後
に
は
、
議
決
聴
は
何
等

の
命
令
を
も
発
し

な
い
が
故
に
、
以
後

の
抗
告
を
却
下
す
る
こ
と

垣
訴
訟
手
續

が
既
に
完
了
し
、
地
方
愈

の
議
決
の
是
正
が
終
了

し
た
後
に
於

い
て
は
㈲

の
皿
の
場
合
の
や
う
に
行
政
裁
判
所
に
適
合

す
る
こ
と
。

こ
れ
に
依

つ
て
み
れ
ば
、
地
方
法
院
は
、
地
方
制
第
八
十
五
條
及
び
第
百
七
十
二
條
に
依
る
手
續
上
の
競
合
の
場
合
に
於
い
て
は

行
政
裁
判
所
の
判
決
を
下
す
前
に
、
決
し
て
地
方
會

の
違
法
又
は
不
當
に
關
し
て
決
定
を
下
さ
な
い
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
。
從

つ
て

こ
の
こ
と
は
、
地
方
法
院
が
最
初
に
法
律
問
題
を
判
定
す
る
場
合
に
は
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
決
定
の
相
異
が
最
も
確
實

ら
し
く
存
す
る
が
故
に
、
特
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

、
地
方
法
院
が
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
後
に
判
定
を
下
す
場
合

に
於

い
て
は
、
地
方
法
院
は

一
般
的
に
行
政
裁
判
所
に
適
合
す
る
か
故
に
、
両
者

の
矛
盾
は
規
則
的
に
排
除
せ
ら
れ
る
。
從

つ
て
、

寳
際
上
か
ら
云

へ
ば
、
地
方
制
第
八
十
五
條
と
第
百
七
十
二
條
に
依
る
手
續
上
の
競
合
関
係

は
危
険

の
な
い
も
の
と
云

へ
る
。

ロ
、
地
方
制
第
八
十
五
條
及
び
第
七
條
に
依
る
手
續

上
の
競
合
の
場
合
、
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
が
常
に
地
方
法

院

の
決
定
以
前
に
判
決
を
下
す
が
故
に
、
地
方
法
院
が
行
政
裁
判
所
に
適
合
す
る
の
原
則
に
留
意
し
た
な
ら
ば
、
判
決
の
相
異
は
充

分
に
排
除
さ
れ
る
。

、

ハ
、
地
方
制
第
三
十
四
條
及
び
第
八
十
五
條
に
依
る
手
續
上

の
競
合

の
場
合
、
こ
の
場
合
に
於
、い
て
は
、

地
方
法
院
は
當
該
手
續

が
第
八
十
五
條
に
依

つ
て
確
定
す
る
迄
實
際
上
そ
の
繋
屡
中
の
手
續

を
延
期
す
る
こ
と
に
依

つ
て
、
行
政
裁
判
所
の
解
釈

に
適
合
し

得
る
と
共
に
、
叉
訴
訟
手
續

が
議
決
の
塵
棄
を
以
て
終
了

す
る
と
き
は
地
方
法
院
に
繋
馬
中
の
手
續

は
訴
の
目
的
を
失
ふ
と
い
ふ
結



果
に
も
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
叉
、

一
面
、
第
三
十
四
條
及
び
第
八
十
五
條
に
依

つ
て
の
手
續
が
同
時
に
並
行
し
た
時
は
延
期
の
原

則
を
適
用
し
得
る
の
で
あ
る
。
叉
第
八
十
五
條
に
依
る
手
續
が
開
始
さ
れ
る
前
に
、
既
に
第
三
十
四
條
に
依

る
手
續
が
完
了
し
た
時

に
は
實
際
上
競
合
関
係

を
生
じ
な
い
し
、
叉
第
八
十
五
條
に
依
る
手
綾

の
完
了
後
第
三
十
四
條

の
手
續
が
講

ぜ
ら
れ
る
場
合
は
行
政

裁
判
所
の
判
決
が
既
に
存
在
す
る
が
故
に
何
等
二の
困
難
さ
も
生
じ
な

い
。

二
、
地
方
制
第
七
條
及
び
行
政
裁
判
法
第
七
十
三
條
と
組
織
法
第

三
十

一
條
と
の
結
合
に
依
る
手
續

上
の
競
合

の
場
合
、
こ
の
場

合
に
於

い
て
は
、
必
然
的
に
地
方
法
院
の
決
定
が
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
先
行
す
る
が
故
に
、
判
決
の
矛
盾

を
排
除
す
べ
き
原
則
は

寧
ろ
行
政
裁
判
所

の
事
項
で
あ
る
、
し
か
し
乍
ら
こ
の
場
合

の
よ
う
に
、
同

一
地
方
條
例
に
關
す
る
事
件
が
、
最
初
に
第
七
條

の
手

績
に
依

つ
て
地
方
法
院
に
、
後
日
、
行
政
裁
判
法
第
七
十
三
條
と
組
織
法
第
三
十

一
條
と
の
結
合
に
依
つ
て
行
政
裁
判
所
に
提
起
さ

れ
る
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
場
合
に
適
し
た
確
實
な
原
則
が
省
未
だ
立
て
ら
れ
て
ゐ
な

い
、
唯

々
一
般
に
行
政
裁
判

所

の
態
度

か
ら
み
て
、
行
政
裁
判
所
は
特
別
の
事
山
の
な
い
場
合
に
於

い
て
は
、
寧
ろ
地
方
法
院

の
意
見
に
適
合
す
る
で
あ
ら
う
こ

と
が
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
○

ホ
、
地
方
制
第
三
十
四
條
・及
び
行
政
裁
判
法
第
七
十
三
條
と
組
織
法
第

三
十

一
條
と
の
結
合
に
依
る
手
續

上

の
競
合

の
場
合
、
こ

の
場
合
に
於
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
は
地
方
法
院

ω
決
定

の
後
に
判
決
を
下
す
立
場
に
置
か
れ
る
が
故
に
、
從

つ
て
回
の
場
合
と
同

様

で
あ
る
。

へ
、
行
政
裁
判
法
第
七
十
三
條
と

組
織
法
第
百
七
十
二
條
と
の
結
合
及
び

地
方
制
第
百
七
十
;
條
に
依

る
手
續

上
の
競
合
の
場

地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院
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田
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四

合
、
こ
の
場
合
に
於

い
て
は
、
行
政
裁
判
所
が
常
に
地
方
法
院

の
決
定
以
前
に
判
決
を
下
す
が
故
に
、
地
方
法
院
が
行
政
裁
判
所
に

適
合
す
る
の
原
則
は
安
當
せ
ら
る
。

ト
、
抗
告
と
監
督
上
の
抗
告
と
の
並
行
に
依
る
手
續
上
の
競
合
の
場
合
、
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
、
抗
告
手
續

と
監
督
上
の
抗
告

手
續

と
が
同
時
に
最
終
審
ま
で
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
從

つ
て
、
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
、
地
方
法
院

は
行
政
裁
判
所
が
判
決
を

下
す
ま
で
、
そ
の
繋
鵬
中

の
手
續
を
延
期
す
べ
き
で
あ
る
、
そ
の
結
果
は
既
に
㈲
に
於
け
る
と
同
様
な
も
の
が
あ
ら
は
れ
る
、
元
來

こ
の
種

の
原
則
は
豫
防
的
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
..
即
ち
、
地
方
法
院
は
そ
の
決
定

の
時
期
に
於

い
て
、

抗
告
手
續

が
行
政
裁
判

所
に
ま
で
発
展

さ
れ
る
か
否
か
に
就

い
て
は
術
未
だ
知
り
が
た
い
が
、
そ
の
可
能
性
あ
る
こ
と
は
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
從

つ
て

地
方
法
院
が
當
該
事
件
の
實
質
上
の
部
分
に
關
せ
す
に
、
監
督

の
手
續
に
於
い
て
稜
せ
ら
れ
た
命
令
を
塵
棄

す
る
な
ら
ば
、
同
時
に

後
日
あ
る
べ
き
行
政
裁
判
所

の
判
決
と
の
矛
盾
を
豫
防
す
る
こ
と
が
出
來
る
、
こ
の
よ
う
に
し
て
み
れ
ば
抗
告
と
監
督
上

の
抗
告
と

の
並
行
に
基
く
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
関
係

は
何
等
の
困
難
も
有
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
個
々
の
具
膿
的
場
合
に
は
、

一

つ
の
訴
訟
を
以
て
監
督
上
の
抗
告
を
申
立
る
か
若
く
は
軍
純
な
抗
告
を
な
す
か
は

一
義
的
に
確
定
し
が
た

い
が
故
に
、
實
際
上
は
困

難
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
實
際
上
か
ら
云

へ
ば
、
監
督
上
の
抗
告
と
軍
純
な
抗
告
と
を
匠
別
し
て
取
扱
ふ
に
甚
だ
し
く
困
難

な
も
の
が
あ
り
、
監
督
上

の
坑
告

の
場
合
に
抗
告
を
、
軍
純
な
抗
告
の
場
合
に
監
督
上
の
抗
告
を
提
出
す
る
こ
と
が
屡
々
で
あ
る
。

從

つ
て
、
こ
の
困
難
は
理
論
的
に

一
慮
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
第

一
に
、
地
方
法
院
は
抗
告
と
し
て
提
出
さ
れ
る
場

合
に
は
無
権
限

の
故
に
以
後

の
抗
告
を
却
下
す
る
。
第

二
に
、
行
政
裁
判
所
は
抗
告
と
し
て
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
自
ら
の
事
件
と



し
て
判
決
す
る
。
第
三
に
、
行
政
裁
判
所
が
地
方
法
院
の
立
場
に
た

つ
て
監
督
上
の
抗
告
と
し
て
取
扱
つ
た
場
合
に
は
、
行
政
裁
判

所
は
提
起
さ
れ
た
る
取
消

の
訴
を
不
可
と
し
て
慶
棄
す
る
。
第
四
に
、
地
方
法
院
は
監
督
上
の
抗
告
と
し
て
取
扱
ひ
、
行
政
裁
判
所

は
軍
純
な
抗
告
と
し
て
取
扱
ふ
場
合
に
は
、
両
者
は
同
時
に
實
質
上
の
決
定
を
な
し
得
る
。
而
し
て
、
以
上

の
四
つ
の
場
合
に
於
い

て
第

一
と
第
二
の
場
合
は
何
等

の
困
難
も
有
し
な

い
が
、
第
三
の
場
合
は
實
質
的
決
定
を
有
し
な
い
に
反
し
、第
四
の
場
合
は
、同
時

に
二
つ
の
實
質
上
の
決
定
を
有
す
る
。
こ
の
第
四
の
場
合
に
於

い
て
の
二
つ
の
決
定
は
矛
盾
を
來
す
こ
と
が
あ
り
得
る
と
共
に
、
實

際
上
、
甚
だ
し
い
困
難
を
有
す
る
も
の
N
よ
う
で
あ
る
が
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
は
こ
の
困
難
を
克
服
し
得
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
地
方
法
院
は
訴
歌
は
監
督
上
の
抗
告
と
し
て
み
る
べ
き
か
若
く
は
箪
純
な
抗
告
と
し
て
み
る
べ
き
か

に
就

い
て
疑
問
を
持

つ

場
合
に
は
、
先
づ
正
規

の
通
り
行
政
裁
判
所
に
対
し

そ
の
権
限

の
う
ち
に
あ
る
べ
き
か
否
か
を
質
問
し
、
行
政
裁
判
所
の
肯
定
的
回

答
を
得
た
場
合
に
は
地
方
法
院
自
ら
は
無
権
限

な
る
旨
を
宣
告
し
、
そ
の
疑
問
な
る
場
合
に
於

い
て
は
行
政
裁
判
所
が
地
方
法
院
の

決
定
を
待
て
ば
足
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
依

つ
て
み
れ
ば
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
の
競
合
は
、
そ
の

一
般
的
競
合
に
於

い
て
も
亦
そ

の
特
別
的
競
合
に
於

い

て
も
競
合
に
於
け
る
危
険

を
排
除
す
る
こ
と
は
必
す
し
も
困
難
で
な

い
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
。

更
に
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
の
決
定
の
實
質
的
効
力

に
就

い
て
み
れ
ば
、
行
政
裁
判
所
に
就

い
て
は
行
政
裁
判
法
第
六
十
八

條
.、
第
八
十

一
條
及
び
第
六
十

一
條
に
依

つ
て
、
こ
れ
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
依
れ
ば
係
争
事
項
に
就

い
て
は
當

事
者
は
勿
論
、
下
級
行
政
裁
判
所
及
び
行
政
融
も
亦
行
政
裁
判
所

ω
判
決
に
依

つ
て
拘
束
せ
ら
れ
、
就
申
、行
政
磨
は
行
政
裁
判
所

の

地
方
団
体
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
七
五
)

四
五
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判
決
と
異
る
如
何
な
る
處
置

も
當
事
者

の
意
思
に
反
し
て
行

ふ
こ
と
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
や
う
に
、
地
方
法
院
は

一
つ

の
行
政
磨
で
あ
る
が
故
に
、
同
時
に
こ
の
規
定
に
依

つ
て
拘
束
を
う
け
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
、
從

つ
て
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所

と
の
関
係
を
律
す
べ
き
法
律
的
規
定
は
互
ひ
に
存
す
る
如
く
で
あ
る
が
、
地
方
法
院
が
行
政
裁
判
所

の
判
決

に
法
律
的
に
拘
束
せ
ら

る
べ
し
と
い
ふ
こ
と
が
實
際
上
如
何
に
行
は
れ
る
か
は
叉
問
題
を
持

つ
の
で
あ
る
、
し
か
し
乍
ら

一
般
的
競
合

の
場
合
に
於
、い
て
は

こ
の
種

の
効
力
問
題
は
問
題
と
な
ら
な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
、
す
べ
て
の
事
件
が
唯

々
法
律
問
題

の
み
を
重

親
し
事
實
問
題
に
鰯
れ
な
い
が
故
に
、
効
力

問
題
に
必
要
と
さ
れ
る
係
争
事
項

の
同

一
性
に
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
、
同
様
な
こ
と
は

叉
、
特
別
的
競
合

の
第
五
、

第
六
、

第
ゼ
の
場
合
に
於

い
て
も
云

へ
る
、

特
別
的
競
合
の
場
合
に
於

い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
第

一
、
第
二
、

第
三
及
び
第
八
の
場
合
で
あ
る
が
、

第

一
、
第

二
及
び
第
三
の
場
合
は
、

結
局
に
於
い
て
實

質
的
に
問
題
を
持
た
な

い
、
從

つ
て
、
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
實
質
的
効
力

に
關
す
る
覗
定
が
地
方
法
院
に
適
用
あ
る
べ
き
特
別
的
競
合

の
う
ち
、
問
題
と

な
る
の
は
唯

一
つ
第
八
の
場
合
即
ち
抗
告
と
監
督
上
の
抗
告
に
依
る
手
續

上
の
競
合
の
場
合

で
あ
る
、
こ
の
場
合
に
於
い
て
は
地
方

法
院
が
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
適
合
す
る
の
は
自
由
意
思
か
ら
來
る
も

の
で
な
く
し
て
、
法
律
上
の
規
定
(行
政
裁
鋼
法
第
八
+

一
條
及

び
第
六
十

一條
)に
基
く
も
の
で
あ
る
、

か
く
の
如
く
し
て
み
る
と
、
地
方
法
院
が
行
政
裁
判
所
と
並
置
さ
れ
る
理
由
は
充
分
に
こ
れ
を
肯
定
し
得
る
が
、
同
時
に
、
両
者

の
関
係
か
ら
云

へ
ば
、地
方
法
院
の
改
正
を
必
要
と
す
べ
き
こ
と
も
充
分
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
そ
の
改
正
方
法
は
四
つ
の
場
合
が

働

考

へ
ら
れ
る
、
第

一
は
、
地
方
法
院
を
完
全
に
康
止
す
る
こ
と
、
第

二
は
、
地
方
法
院
を
宗
全
に
行
政
裁
判
所
の
下
級
機
關
と
な
し



地
方
法
院

の
決
定
に
対
し
行
政
裁
判
所

へ
の
出
訴
を
認
む
る
こ
と
、
第
三
は
、
地
方
法
院

の
権
限
を
制
限
し
地
方
法
院
は
唯

々
公
釜

問
題
の
み
を
取
扱
ひ
、
法
律
問
題
は
全
然
行
政
裁
判
所
の
処
理
に
庵
せ
し
め
る
こ
と
、
第
四
は
、
地
方
法
院
の
組
織
を
改
め
そ
の
構

成
員
に
法
律
家
を
充
當
す
る
こ
と
、
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
第
三
と
第
四
の
場
合
と
を
結
合
す
る
こ
と
に
依
つ
て
改
正

案
を
み

い
だ
す
こ
と
が
最
も
よ
く
論
議
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
第
三
の
場
合
に
於
け
る
よ
う
に
、
地
方
法
院
の
権
限
を
制
限

す
る
こ
と
は
正
當
で
あ
る
が
、
公
谷
問
題
と
法
律
問
題
と
を
区
別
し
て
取
扱
ふ
こ
と
は
必
す
し
も
正
常
で
な

い
。
叉
第
四
の
場
合
に

於
け
る
よ
う
に
、
地
方
法
院

の
組
織
を
改
正
す
る
こ
と
は
正
雷
で
あ
る
が
、
地
方
法
院
を
し
て
純
粋
に
法
律
家
を
以
て
構
成
す
る
こ

と
は
必
す
し
も
正
嘗
で
な

い
。
實
に
改
正
の
要
窯
は
、
地
方
團
體

監
督
に
於
け
る
地
方
法
院
の
存
置
理
由
を
明
か
な
ら
し
め
る
こ
と

に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
地
方
團
龍
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院
の
存
置
理
由
は
、
從
來
の
監
督
作
用
に
於
け
る
行
政
的
要
素
を
出
來
得

る
限
り
裁
判
的
要
素
に
依

つ
て
代
ら
し
め
、
こ
れ
に
依
つ
て
地
方
団
体

の
監
督
権
を
独
立

公
平
な
ら
し
む
る
黙
に
あ
る
。
こ
れ
が
故

に
地
方
行
政
の
設
置
に
依
つ
て
從
來
の
監
督
に
於
け
る
訣
陥
を
補
足
す
る
と
共
に
、
地
方
法
院
の
改
作
に
依
つ
て
從
來

の
地
方
法
院

に
於
け
る
訣
陥
を
補
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
こ
そ
、
地
方
法
院
と
行
政
裁
判
所
と
を
並
置
せ
し
め
て
、
し
か
も
両
者

の

関
係

を
合
理
的
に
調
整
し
、
両
者

の
機
能
を
完
全
に
磯
揮
せ
し
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

G
ehm

lich, a. a. 0. S. 24  ff. R
iiger, a. a. 0. S. 52 ff. 

R
iiger, a. a. 0. S. 54. 

R
iiger, a. a. 0. S. 80. 

G
ehm

lich, a. a. 0, S. 24. R
iiger, a. a. 0. S. 61 ff.



地
方
團
體
の
監
督
に
於
け
る
地
方
法
院

(宇
賀
田
)

(第
六
巷

第

一
號

一
七
八
)

四
八

⑤
R
i
i
g
e
r
,
 
a
.
 
a
.
 
0
.
 
S
.
 
9
1
.
 
 
S
c
h
m
i
d
t
,
 
a
.
 
a
,
 
0
.
 
S
.
 
5
 
f
f
.

四

ザ
ク
セ
ン
地
方
制
に
於
け
る
地
方
法
院
は
、
從
來

の
地
方
團
體

の
監
督
に
対
し
新
な
る
問
題
を
提
起
し
て
ゐ
る
。
元
よ
り
、
こ
れ

を
日
本
地
方
制
に
そ
の
儘
に
採
用
す
べ
き
か
否
か
に
就

い
て
は
論
議
の
飴
地
を
存
し
て
ゐ
る
が
、
現
行
地
方
制
に
於
け
る
監
督
行
政

が
そ
の
所
期
の
目
的
を
充
分
に
達
成
せ
す
、
叉
、
自
治
團
骸
の
磯
展
に
必
す
し
も
大
な
る
貢
献
を
與
え
得
な

い
こ
と
だ
け
は
確
か
で

あ
る
。
特
に
近
時
、
市
町
村
に
対
し

監
督
官
庁

か
ら
所
謂
監
察
隊
が
派
遣
さ
れ
て
、
市
町
村
行
政
の
監
察
に
當

つ
て
ゐ
る
場
合
に
、

そ
の
か
く
の
如
き
方
法
に
依
つ
て
の
監
察
が
、
果
し
て
眞
に
自
治
制
度

の
た
め
に
公
平
適
切
な
監
督

で
あ
る
か
否
か
に
就

い
て
は
、

著
し
く
疑
問
を
感
ぜ
し
め
て
ゐ
る
現
駄
で
あ
る
、
從

つ
て
こ
の
見
地
に
立
つ
て
云

へ
ば
、
所
謂
地
方
法
院
制
度

の
如
き
は
地
方
自
治

行
政
の
健
全
な
磯
展
の
た
め
に
充
分
に
研
究
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ

(
編
岡

昭
和
十
年
十
月
十
三
日
)。


